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タウンミーティング	 P２～5

町政運営の参考にするために、3月から各自治会別にタウン
ミーティングを開催しています。各自治会で頂いたご意見
をご紹介します。
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川西町
タウンミーティング
まちの「今」そして「これから」
　町長が住民の皆様と直接、意見交換をすることで、町政に
対する考え方やご意見をお聴きし今後の町政運営の参考に
するために、3月から各自治会別にタウンミーティングを開
催しています。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により現在中断してい
ます。
　町の取組を町民の皆様に紹介し、広く意見を聴かせてい
ただいています。
　先月号から2ヶ月に渡り、各自治会で頂いたご意見の一部
をご紹介します。

開催日 自治会
3月6日 東方
3月6日 結崎南団地
3月7日 スカイタウン
3月7日 保田
3月14日 南吐田
3月20日 上吐田
3月28日 辻
3月28日 唐院
4月2日 出屋敷
4月4日 西城

▼道路

問　現在、京奈和道の側道を工事している。開通
することになれば、川西町が抜け道として利用さ
れる可能性がある。交通対策はどのように考えて
いるか。
答　警察と協議のうえ、対策を考えていきます。

問　大和川の堤防道路を拡幅することは可能で
あるか。
答　堤防道路は河川の安全性から、道路の利用
は控えることとなっています。そのため、利便性
を目的とした拡幅工事はできないと考えており
ます。ご理解のほどよろしくお願いします。

問　町が発展するには道路が重要であると考え
ている。開発を進めていくのであれば、それらを
結ぶ道路整備が重要である。道路整備をどのよう
にお考えか。
答　幹線につきましては、東西でれば天理王寺線、
南北であれば大和中央道。これらの整備が推進す
るように町として働きかけています。
地域内の道路については、マンホールの入れ替え
に合せて、道路の修繕を順次進めています。

問　京奈和道側道と堤防道路の交差はどのよう
になるのか。
答　側道は現在の堤防の高さになるので堤防道
は側道の下をくぐることになります。

▼空き家対策・公営住宅

問　空き家対策のアンケート調査が自宅に届いた。
町ではどのような空き家対策を行っているのか。
答　川西町では、近隣に影響を及ぼしている空
き家の持ち主に対応をお願いしています。その他、
空き家の相談窓口の開設、空き家の除却や利活用
に関する補助金の制度を設けています。空き家に
関するお悩みは役場まで問い合わせください。

問　公営住宅の民間売却などの跡地利用はない
のか。
答　公営住宅の売却に関しては国の補助金が関
係してきます。今後、民間に売却できるのか国と
相談の上進めていきたいと考えています。

▼防災

問　被災した場合に、現在の公助（避難所・物資）
では対応できないのではないか。例えば、近隣の
スーパーなどからの物資協力や、工業団地の企業
から避難所の提供などを依頼しているのか。
答　物資につきましては民間企業との協力は得
られています。しかし、避難場所の協力について
は企業のセキュリティ上の問題があり協力は得
られていない状況です。こういったご意見を踏ま
えつつ、民間との災害協定の見直しを検討してま
いります。

問　災害時の連絡方法について、電話が不通に
なった場合などの対応は確保できているのか。
答　現在、災害時の対応では各自治会へ役場職
員が巡視しています。小さい町なので不通となっ
た場合は職員を向かわせることで対応したいと
考えております。

▼農業

問　昨年度のウンカ被害において、もう少し早
く情報提供があれば対応できたかも知れない。
情報提供をしっかり行ってほしい。
答　奈良県や農協に相談をし、迅速な情報提供
ができるように努めてまいります。昨年度のウン
カ被害の補填の意味合いも含め、吉野川分水の負
担金を町が全額負担することとしました。こちら
の負担分をウンカ対策に回していただければと
思っております。

問　ウンカの対策について、個人給付もよいが
町全体としての対策も考えてもらいたい。
答　ウンカの対策について様々な検討をしまし
たが、各農家によって農業に対する考え方が異
なっており、町全体の一律的な対応は難しいと判
断し、個人給付的な形で支援することにしました。

▼河川整備

問　寺川左岸と唐院及び梅戸の取水口は地域の
防災において重要な場所である。①～③について
町から奈良県へ災害に備えていただくようお願
いできないか。
①�寺川左岸で著しく低い堤防がある。周りと同じ
ように高くすることはできないか。
②�寺川左岸の内側コンクリート壁が、途中から
大和川合流口まで施工されていない。同じよう
にコンクリート施工することはできないか。
③�中州に土砂が堆積している。撤去することは
可能であるか。
答　①及び②に関しては奈良県に相談させてい
ただきます。③について、大和川の合流地点まで
に関しては奈良県が浚

しゅんせつ

渫工事※を行う予定です。
※水底をさらって土砂などを取り除くこと。

問　ハザードマップでは、大和川の堤防が低く
なっており危険である。なぜ低いままなのか。
答　ここ数年の大雨で見ると大和川よりも寺川
の堤防高の方が低く、危険であると感じています。
大和川の堤防高の危険性は認識しておりません
でした。
　奈良県の説明では、堤防高を変えることは難し
く、その代わりに浚渫を進めていくと伺っており
ます。大和川の堤防高について奈良県の河川部局
に確認し、回答させていただきます。

問　川西町は内水が心配。内水対策に取り組ん
でいただきたい。
答　浸水が心配な地域であることは認識してお
ります。治水対策は関係団体と協働で取り組んで
まいります。

問　寺川で進んでいる河川の土砂の排出を、飛
鳥川でも早急に実施してもらえるよう県にお願
いしてほしい。
答　奈良県に陳情いたします。
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▼学校教育・社会教育

問　平成30年の全国学力調査で、川西町は奈良
県・全国平均よりも低い。基礎的な学力が身につ
くような教育をしていただきたい。
答　学力の向上は教育の基本であるため力を入
れてきました。令和元年度の調査では奈良県平
均・全国平均を上回る結果となっています。

問　川西町の自慢できるところを子どもたちに
教育していただきたい。
答　学校としてもそのように考えており、プレ
ゼンテーション教育などで町の魅力を学ぶ機会
を設けています。

問　ホストタウン事業で海外から人を受け入れ
ることになるが、ウイルス感染など住民にリスク
があるのではないか。
答　オリンピックの関係者は国の基準により徹
底した検査がされており、非感染者だけが入国で
きます。町の受け入れ体制についても感染が生じ
ないように国の指導の下、マニュアル作成が義務
づけられています。徹底した感染防止対策を講じ
たうえでの受け入れとなりますので、ウイルス感
染の心配はございません。
※�現在、町の受け入れではなく、オンラインでの交流
を検討中です。

▼	地方創生	 	
（人口減少・タウンプロモーション）

問　人口減少に関する対策はどのように考えて
いるのか。また、全国に川西町を知ってもらう施
策は行っているのか。
答　川西町では少子高齢化が進んでいるため、
子育て世帯の流入に力を入れてまいりました。そ
の結果として社会増減についてはプラスになっ
ています。具体的には、学童保育の拡充、子ども
医療費助成、ICT教育の推進などがあげられます。
認知向上の施策としましては、町の特徴を表現し
た「いい町、ちかい町」のプロモーションを進め
ています。

問　他町から移転して、田舎のイメージがあっ
たが、住んでみると他町よりも住みやすい。学童
保育も高学年まで対応しており、子育て支援セン
ター・幼稚園・小学校も魅力がある。もっと町の
魅力を発信していくべきである。
答　町の魅力を効果的に発信できるよう検討し
てまいります。

問　他町では住宅地がたくさん作られているが、
川西町も同じように住宅地をつくらないのか。
答　他町は、多くの場所で農地を規制緩和（都市
計画法第34条第11号区域）して住宅地を広げて
います。しかし、人口減少が進む中で、むやみに
住宅地を広げることによる将来のインフラの維
持管理が問題視されています。現在、奈良県では
今後この手法は認めないとされています。
　川西町では、そうした問題が生じないように、
駅周辺の市街化区域を中心に住宅地を形成する
考えで町づくりを進めております。

問　町の魅力発信としてSNSやクラウドファン
ディングを活用してはどうか？
答　Facebookや instagramといったSNSを
活用してタウンプロモーションを行っています。
クラウドファンディングに関しては活用してい
ません。ご意見を参考に、今後の魅力発信事業
で検討してまいります。

問　川西町にランドマーク的なものがない。そ
ういった特徴や個性があれば交流人口の増加や
移住にも繋がるのではないか。� �
問　老後を豊かに暮らせるまちづくりをしてほ
しい。
答　今後のまちづくりの参考にさせていただき
ます。

▼その他

問　世間では電気代が高騰している。役場の電
気入札の状況を教えていただきたい。
答　役場の電気入札は、関西電力から購入する
よりも安価になるようにしています。また、年間
の固定価格であるため、市場の影響は受けにくい
と考えています。

問　予算を適切に使っているか第三者機関での
チェックはされているのか。
答　議員と監査委員にチェックをしていただい
ています。

問　自治会で公園と集会所の美化改修を進めて
いるが、これにより人が集まってきている。町
をきれいにすれば人が集まってくる。町の環境美
化を進めて頂きたい。� �
問　面塚公園の堤防は遊歩道として多くの人が
利用している。桜の時期だけでなく通年、足元灯
をつけることはできないか？
問　広報紙は行政情報の発信だけでなく、町の
課題も取り上げ住民と共有してほしい。
答　今後のまちづくりの参考にさせていただき
ます。

▼公共交通

問　民間バスが復活すれば便利になり、住民が
増加すると思う。民間バスが復活する可能性はあ
るのか。
答　昔走っていた民間バスは利用者が少なく、
売り上げが上がらないため廃線になったと伺っ
ています。売り上げが上がる見込みがなければ、
今後復活はないものと思われます。� �
　現在、川西町では公共交通の見直しを予定して
おり、地元企業と協働した公共交通事業を行えな
いか検討をしています。

問　コミュニティバスの本数がもっと増えれば
高齢者の外出機会が増えると考えている。本数を
増やすことは可能であるか。
答　コミュニティバスの本数を増やすと、その
分コストが増えることになります。コミュニティ
バスの利用者は年々減少傾向にあり、費用対効果
の面も考える必要があります。
　隣町で利用されているタクシーチケットなど、
バスという手段だけではなく、皆様が利用しやす
い移動の支援を今後検討してまいります。

5 4



Instagram「＃ちかい町かわにし」で投稿しよう

まちのアルバム
川西町公式Facebook・Instagramから、気になる
写真をピックアップしました。

町のSNS・動画

川西町公式Facebook
https://www.facebook.com/kawanishi.
nara/

川西町公式Instagram
https://www.instagram.com/kawanishi_
official/

川西町公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/
UC8enD9Eo_0fkCixEzQ6r8ng

　奈良県庁で「大和平野中央プロジェクトの推進に
関する協定」締結式を行いました。奈良県と共同で、
「ウェルネスタウン（健康増進）」をテーマにまちづ
くりに取り組みます。
　対象地区は下永地区（近鉄ファミリー公園前駅の
東南）となります。
　今後は、県と、具体的なまちづくりについて協議
を重ねていきます。

大和平野中央プロジェクト協定締結	 5月27日

ウェルネスタウン（健康増進）

　保健センター臨床心理士の東浦幸子氏を講師に
お迎えして「子どものほめ方・叱り方」と題してご講
和いただきました。成長著しい幼児期のお子さんを
育児中のお母さんたちは日々悩んでいる身近なお
話に聞き入っていました。
　声掛け一つで「叱る育児」から「ほめる育児」にな
る演習を通してたくさんのヒントをいただきました。

第1回子育て講座	 5月14日

子どものほめ方・叱り方

　磯城郡内の障害福祉サービス事業所や、関係機関
が集まって活動する磯城郡地域自立支援協議会の
活動内容を、役場エントランスでパネル展示しまし
た。13日は協議会の授産品販売も行いました。

磯城郡地域自立支援協議会パネル展	 5月10日～14日

自立支援活動を報告

　今回の移動広場は、参加しやすいように、今回は
川西文化会館「しきの間」で実施しました。
　0歳から3歳までのお子さんを連れてお母さんが、
子どもを遊ばせながら、子育てや様々なことを気軽
に話せる交流の場となっています。なごやかなひと
ときを過ごすことができました。手指・遊具の消毒、
換気・３密を避けて実施しました。

移動広場	 5月21日

子育ての悩みを共有

　10ヵ月の子どもを対象とした健康診査を行いま
した。発育に関する相談、身体測定、離乳食や歯磨
き、栄養の勉強会を通して、保護者の方に安心して
子育てができる環境を整えています。

こどもの健康診査	 5月13日

健康に育ってね短	
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議
会
だ
よ
り

令
和
３
年
川
西
町
議
会　

第
２
回
臨
時
議
会　
（
５
月
14
日
開
会
）

　

令
和
３
年
川
西
町
議
会　

第
２

回
臨
時
会
が
５
月
14
日
に
開
会
さ

れ
、
承
認
案
１
件
、
議
案
１
案
件

に
つ
い
て
、慎
重
に
審
議
が
行
わ

れ
、い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
町
議
会
の

議
長
、副
議
長
及
び
各
委
員
会
等

の
人
事
が
決
ま
り
し
た
。
審
議
案

件
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

▼
承
認
第
１
号

（
賛
成
全
員/

原
案
承
認
）

川
西
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
等
の
改
正
に
伴
う
改

正
で
す
。

　

主
な
改
正
点
は
、町
民
税
で
は
、

給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告

書
、公
的
年
金
受
給
者
の
扶
養
親

族
申
告
書
及
び
退
職
所
得
申
告
書

に
つ
い
て
、電
磁
的
方
法
に
よ
る

提
供
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
。

　

固
定
資
産
税
で
は
、令
和
３
年

度
の
評
価
替
え
に
伴
い
、土
地
に

係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年

度
ま
で
の
負
担
調
整
措
置
が
講
じ

ら
れ
た
こ
と
。

　

軽
自
動
車
税
で
は
、環
境
負
荷

の
軽
減
に
著
し
く
資
す
る
軽
自
動

車
に
対
す
る
環
境
性
能
割
の
非
課

税
措
置
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
及
び

種
別
割
の
グ
リ
ー
ン
化
特
例
の
見

直
し
と
特
例
期
限
の
２
年
間
延
長

と
な
っ
た
こ
と
。

▼
議
案
第
36
号

（
賛
成
全
員/

原
案
可
決
）

近
鉄
結
崎
駅
周
辺
整
備
駅
前
広
場

整
備
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

　

こ
の
工
事
は
、結
崎
駅
西
側
の

公
園
土
木
工
事
及
び
ト
イ
レ
建
築

工
事
に
か
か
る
請
負
工
事
で
、一

般
競
争
入
札
を
経
て
、落
札
価
格

及
び
落
札
業
者
が
決
定
し
た
の
で
、

地
方
自
治
法
第
96
条
第
１
項
第
５

号
及
び
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き

契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分

に
関
す
る
条
例
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
議
会
の
議
決
を
求
め
ま
し
た
。

契
約
の
目
的　

近
鉄
結
崎
駅
周
辺

整
備
駅
前
広
場
整
備
工
事

契
約
金
額　

１
億
８
千
８
百
十
万
円

契
約
先　

株
式
会
社
中
和
コ
ン
ス

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン　

代
表
取
締
役　

大
浦　

晃
平

議
長
、副
議
長
及
び
各
委
員
会
な

ど
の
人
事
に
つ
い
て
は
、次
の
と

お
り
で
す
。

■
議　

長　

堀　
　

格

■
副
議
長　

福
山
臣
尾

■
常
任
委
員
会
議
案
な
ど
を
く
わ

し
く
審
査
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ

ま
す
。
川
西
町
議
会
に
は
、
総
務

建
設
経
済
委
員
会
と
厚
生
文
教
委

員
会
の
２
つ
の
常
任
委
員
会
が
あ

り
、各
議
員
は
い
ず
れ
か
の
委
員

会
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。

▽
総
務
建
設
経
済
委
員
会

　

行
政
、
財
政
、
防
災
、
道
路
、
河

川
、
住
宅
、
都
市
計
画
、
農
商
工

業
、そ
の
他
総
務
建
設
経
済
一
般
、

水
道
事
業
及
び
下
水
道
事
業
に
関

す
る
事
項
並
び
に
他
の
委
員
会
に

属
さ
な
い
事
項
に
関
し
て
審
査
す

る
と
と
も
に
、
調
査
、
研
究
を
行

い
ま
す
。

委
員
長　
　

弓
仲
利
博

副
委
員
長　

芝　

和
也

委
員　
　

中
嶋
正
澄
・
石
田
三
郎

　
　
　
　

伊
藤
彰
夫
・
福
山
臣
尾

▽
厚
生
文
教
委
員
会

　

社
会
福
祉
、保
健
衛
生
及
び
そ

の
他
厚
生
一
般
に
関
す
る
事
項
並

び
に
教
育
委
員
会
に
属
す
る
事
項

に
関
し
て
審
査
す
る
と
と
も
に
、

調
査
、研
究
を
行
い
ま
す
。

委
員
長　
　

松
村
定
則

副
委
員
長　

福
西
広
理

委
員　
　

寺
澤
秀
和
・
安
井
知
子
、

　
　
　
　

堀　
　

格

■
議
会
運
営
委
員
会

　

議
会
を
円
滑
に
運
営
す
る
た

め
、定
例
会
の
日
程
や
本
会
議
の

進
行
手
順
、議
会
に
関
す
る
ル
ー

ル
に
つ
い
て
協
議
等
、議
会
全
体

に
関
係
す
る
こ
と
を
担
当
し
ま
す
。

委
員
長　
　

寺
澤
秀
和

副
委
員
長　

芝　

和
也

委
員　
　

石
田
三
郎
・
福
西
広
理
、

　
　
　
　

安
井
知
子

■
特
別
委
員
会
特
定
の
案
件
を
審

査
、調
査
す
る
た
め
に
本
会
議
の

議
決
に
よ
り
、必
要
に
応
じ
て
設

置
さ
れ
ま
す
。
川
西
町
議
会
に
は
、

近
鉄
結
崎
駅
周
辺
の
整
備
及
び
工

業
ゾ
ー
ン
創
出
に
関
し
て
、そ
れ

ぞ
れ
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て

い
ま
す
。

▽
駅
周
辺
整
備
特
別
委
員
会

委
員
長　
　

福
西
広
理

副
委
員
長　

弓
仲
利
博

委
員　
　

�

芝　

和
也
・
中
嶋
正
澄

寺
澤
秀
和
・
石
田
三
郎

　
　
　
　

伊
藤
彰
夫
・
安
井
知
子

問�　

議
会
事
務
局

　

☎
０
７
４
５（
44
）２
６
８
１

▼議会のしくみ
　議会で条例や予算が決まるまでの通常
の流れを説明します。案件によって行程が
異なる場合があります。

①町長から町議会の召集告示

②議会運営委員会
・会期等の決定

③本会議
・町長から議案の説明
・町政全般に関する質問
・議案に対する質問
・委員会への付託

④委員会
・議案を専門的、効率的に審査

⑤本会議・委員会からの審査報告・議案に
ついての討論・議案の採決

⬇
条例や予算の執行

▼議会の種類

定例会年
４回開催（３月・６月・９月・12月）

臨時会必要に応じて開催

　
　
　
　

松
村
定
則
・
堀　
　

格

　
　
　
　

福
山
臣
尾
、

▽
工
業
ゾ
ー
ン
創
出
特
別
委
員
会

委
員
長　
　

伊
藤
彰
夫

副
委
員
長　

寺
澤
秀
和

委
員　
　

芝　

和
也
・
中
嶋
正
澄

　
　
　
　

石
田
三
郎
・
福
西
広
理

　
　
　
　

安
井
知
子
・
松
村
定
則

　
　
　
　

堀　
　

格
・
福
山
臣
尾

　
　
　
　

弓
仲
利
博

■
そ
の
他
の
人
事
等
外
部
の
各
委

員
会
や
審
議
会
、広
域
行
政
に
係

る
議
会
の
委
員
な
ど
に
、町
議
会

か
ら
選
出
さ
れ
る
委
員
は
次
の
と

お
り
で
す
。

▽
川
西
町
・
三
宅
町
式
下
中
学
校

組
合
議
会

　

福
西
広
理
・
弓
仲
利
博

　

福
山
臣
尾
・
堀　
　

格

▽
国
保
中
央
病
院
組
合
議
会

　

堀　
　

格
・
福
山
臣
尾

▽
山
辺
・
県
北
西
部
広
域
環
境
衛

生
組
合
議
会

　

伊
藤　

彰
夫

▽
都
市
計
画
審
議
会

　

中
嶋
正
澄
・
石
田
三
郎

　

伊
藤
彰
夫
・
福
西
広
理

　

福
山
臣
尾
、

▽
監
査
委
員　

伊
藤
彰
夫

町議会の議長・副議長

委員会構成等が決まりました。

副議長　　福山　臣尾 議長　　堀　格

町議会の会議録は、町ホームペー
ジ（トップページ→各課の窓口→
議会事務局→会議録）または図書
館で見ることができます
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くらしの情報くらしの情報
くわしくは、問い合わせ先の機関のホームページ等で内
容を確認してください。問い合わせや申し込みにつきま
しては、特記していない限り、平日の業務時間内での対
応となります。
年表記の記載がないものは原則として、直近の年の月日
を示しています。

役場・町施設の電話番号

総務課 0745（44）2211

デジタル推進室 0745（44）3920

総合政策課 0745（44）2213

税務課 0745（44）2642

債権管理課 0745（44）2621

住民保険課 0745（44）2611

環境整備事務所 0745（43）1766

健康福祉課 0745（44）2631

長寿介護課 0745（44）2635

地域包括支援センター 0745（42）1180

保健センター 0745（43）1900

事業課 0745（44）2679

事業課（上下水道） 0745（43）0331

結崎駅周辺整備事業室 0745（44）2280

議会事務局 0745（44）2681

会計課 0745（44）2648

教育委員会事務局 0745（44）2684

文化会館 0745（44）2214

図書館 0745（44）2212

西人権文化センター 0745（44）2080

東人権文化センター 0743（64）0650

いぶき子どもセンター 0745（43）0550

すばる子どもセンター 0743（64）1989

子育て支援センター 0745（43）2575

中央体育館 0745（44）1616

役場１階　　ＦＡＸ 0745（44）4780

役場２階　　ＦＡＸ 0745（44）4734

教育委員会　ＦＡＸ 0745（43）3245

川西町公式Webサイト
https://www.town.nara-
kawanishi.lg.jp/

ジェネリック医薬品を活用
ください
　ジェネリック医薬品をご存じですか。ジェネリッ
ク医薬品は「後発医薬品」とも呼ばれ、新薬（先発
医薬品）と同じ成分が同じ量含まれる、効き目も安
全性も同等の薬です。

どうして安く買えるの？
　品質が劣るから価格が安いのではなく、研究開
発費用が新薬（先発医薬品）ほどかからないため、
価格を安く設定できるのです。

本当に効くの？飲みにくい薬が多いのでは？
　心配される方も多いようですが、製造・品質管理
は厳しくチェックされ、新薬と同等かそれ以上の
品質でなければ国の承認を得ることはできません。
より飲みやすいように味やにおいを改良したり、
錠剤を小さくしたりするなど、改良された薬がた
くさんあります。

ほかの国でも使われているの？
　欧米では医療費（薬剤費）を抑えるために、ジェ
ネリック医薬品が積極的に使われています。欧米
諸国と比べると日本の使用割合はまだ低くなって
います。

どうすればジェネリック医薬品を使えるの？
　医師や薬剤師へジェネリック医薬品を希望する
ことを伝えてください。（ただし、全ての薬にジェ
ネリック医薬品があるわけではありませんのでご
注意ください。）

　ジェネリック医薬品の使用は、医療費全般の支
出軽減につながります。国の医療費全般にかかる
支出は増加を続けており、このままでは個人や社
会全体の負担が大きくなる一方です。医療保険制
度の維持のためにも、ジェネリック医薬品の使用
を検討しましょう。ジェネリック医薬品を希望さ
れる場合、健康保険証やおくすり手帳に貼るだけ
でその意思を伝えられる「ジェネリック医薬品希
望シール」があります。シールは、健康保険の保険
者から配布されていますのでぜひご活用ください。

大和平野中央プロジェクト
奈良県と『健康増進のまちづくり』で協定
　5月27日、奈良県と川西町との間で「大和平野中央
プロジェクト」を推進する協定を結びました。この
プロジェクトは、県が新しく施設を整備し、テーマ
に沿ったエリア開発を進めるものです。
　県と町は昨年10月、覚書を交わしてプロジェクト
の協議を開始。「候補地」と「まちづくりのテーマ」が
合意に至ったため、今回の協定締結となりました。
川西町は「まほろば健康パークと連携したウェルネ
スタウン（健康増進のまちづくり）」を下永地区で進
めることとなりました。町は県に協力し、ともにま
ちづくりを考えていくことになります。
　同じ日に、三宅町、田原本町もそれぞれ候補地と
まちづくりのテーマを定めた協定を締結しています。
今後、候補地となっている地区の地権者の皆さまへ
協力をお願いしていくこととなります。川西町では、
地権者の意向も尊重しつつ、実現できるよう努めて
いきたいと考えています。
　皆さまのご理解とご協力をお願いします。

▼「大和平野中央プロジェクト」ってなに？

▼なぜ磯城郡でするの？

　

　川西町では「多く人が利用できるような公共施設
を誘致したい」と考えています
　奈良県の多くの予算が投じられることから、多く
の人に使ってもらえる施設を作らなければなりませ
ん。これまでの協議の過程で、奈良県から「まほろば
健康パークと連携した健康づくりのためのまちづく
りをしていきたい」という提案がありました。
　川西町では、健康ではない状態から健康になるた
めの施策、不健康にならないために健康を維持する
ための施策を中心に取り組んできました。今後、こ
れらに加えて、すでに健康な人がより身体のコンディ
ションを高めていけるような施策も必要ではないか
と考え、このプロジェクトを進めていくことにしま
した。
　一部の人だけが使うような施設ではなく、なるべ
く多くの人が使えるように、ファミリー層をターゲッ
トとした施設を誘致できるよう協議していきたいと
考えています。

問　総合政策課　☎�0745（44）2213

　奈良県が、磯城郡内の農地を買い取り、まち
づくりの拠点となる施設を整備します。
　県内には、ハイレベルな研究機関や教育施設、
余暇の充足や交流・雇用を生む場所が不足して
います。「大和平野中央プロジェクト」は、県民
にとって魅力的な施設や働く場所を創出する
ことによって、県内に住むこと、県内で過ごす
ことの価値を高めるためのまちづくりを行う
プロジェクトです。

　磯城郡は、魅力的なエリア整備をするための
潜在能力が高い。
　県内では、北部・西部が大阪府内へのアクセ
スがよい場所があり、それぞれ県外へのアクセ
スの良さを利点としたまちづくりが進められ
てきました。一方、磯城郡は日常生活における
県外へのアクセスも可能なことに加え、大和平
野の中央に位置し、鉄道や道路環境もあること
から、奈良県内の人々が集まり活動しやすい立
地といえます。
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問�　住民保険課　☎0745（44）2611

２．後期高齢者医療の所得区分
　		（令和３年８月１日から適用）

　一部負担金の割合を判定する際の所得に係る控除対象
者の合計所得金額を計算するときは、給与所得がある場合
には給与所得から10万円を控除します。
　低所得Ⅰの方の高額療養費について、総所得金額等に給
与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控
除します。

令和３年度後期高齢者医療保険の保険料

１．後期高齢者医療保険料
　後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と国や県、市町村が負担する公費によっ
て運営されています。財政運営期間を２年間とし、保険料は２年ごとに見直されています。令和２・３年度の保
険料は次のとおりです。

▼保険料の計算の仕方
均等割額　＋　所得割額　＝　年額保険料
※100円未満切り捨て、上限額は64万円

▼均等割額
・被保険者１人ひとりが均等に負担します。
・被保険者1人あたり　48,100円　

▼所得割額
・被保険者の所得に応じて決められます。
・所得割率　9.41％
・計算の仕方　
(総所得金額等－基礎控除43万円)×所得割率
※�令和３年度より、基礎控除額が33万円→43万円に
変更しました。

令和３年度から介護保険料が変わります

　介護保険制度は、介護保険給付の円滑な実施が確
保されるように、国の指針に沿って市町村が介護保
険事業計画を定めることとされており、この度、令
和３年度から令和５年度までの第８期計画を策定し
ました。
　第８期計画では、介護予防と地域づくりの推進、
介護サービスの基盤整備・質の高いケアマネジメン
トの推進、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を基
本方針に、「長生きを喜び、ともに楽しめるまち　川
西」を基本理念として地域包括ケアシステムの深化・

推進に向けて施策しました。
　この計画において、川西町介護保険に加入の65歳
以上の人（第１号被保険者）に納めていただく介護保
険料を次のように決定しました。住民税算定に係る
収入や所得、課税状況などにより算定し、第１号被
保険者の方には７月中旬に納入通知書を送付する予
定です。

問�　長寿介護課　☎0745（44）2635

※１　�令和３年度から軽減の基準となる「10万円×
(給与所得者等の数－1)」は、世帯主と同一世
帯の被保険者に給与所得者等が２人以上いる
場合に計算します。

※２　�一定の給与所得者（給与収入55万円超）また
は公的年金等に係る所得がある人（公的年金
等の収入金額が、65歳以上で110万円超また
は65歳未満で60万円超）。

　65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から
年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定
されます。
　軽減判定は4月1日（４月２日以降に新たに加入し
た日）の世帯状況で行います。

▼保険料（均等割額）の軽減
世帯の所得状況に応じて次の通り均等割額は軽減されます。

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計※１ 軽減割合�

基礎控除額(43万円)＋
10万円×(給与所得者等の数※２－1)以下

7割�

基礎控除額(43万円)＋
28.5万円×世帯の被保険者数＋
10万円×(給与所得者等の数※２－1)以下

5割

基礎控除額(43万円)＋
52万円×世帯の被保険者数＋
10万円×(給与所得者等の数※２－1)以下

2割�

川西町の介護保険料基準額 月額 年額

第8期（令和3年度から令和5年度） 5,630円 67,500円

〈参考〉第7期（平成30年度から令和2年度） 5,017円 60,200円

段　階 保険料率 対象者 年間保険料

第１段階 基準額×0.30
生活保護受給者、町民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者、
町民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計
が80万円以下の人

20,200円

第２段階 基準額×0.50 町民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計
が80万円超120万円以下の人 33,700円

第３段階 基準額×0.70 町民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計
が120万円を超える人 47,200円

第４段階 基準額×0.90 町民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の合計所得金額
と課税年金収入額を合計した額が80万円以下の人 60,700円

第５段階 基準額×1.00 町民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の合計所得金額
と課税年金収入額を合計した額が80万円を超える人 67,500円

第６段階 基準額×1.20 町民税本人課税者（合計所得金額120万円未満） 81,000円

第７段階 基準額×1.30 町民税本人課税者（合計所得金額120万円以上210万円未満） 87,700円

第８段階 基準額×1.50 町民税本人課税者（合計所得金額210万円以上320万円未満） 101,200円

第９段階 基準額×1.70 町民税本人課税者（合計所得金額320万円以上） 114,700円

（注）各段階の年間保険料については、100円未満を切り捨て
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令和３年度	集団セット検診のご案内
下記の内容で令和3年度の集団セット検診を実施いたします。

病気の早期発見のためには自覚症状がない時からの検診を受けることが大切です。
新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で実施しますので、ぜひご利用ください。

申・問　申し込みは、8月3日(火）～検診日２週間前まで。定員になり次第締め切ります。
・特定健診：住民保険課　　☎ 0745－44－2611　FAX 0745－44－4780
・がん検診：保健センター　☎ 0745－43－1900　FAX 0745－43－2812

・定員になり次第終了します。　※申込締切り：検診日の２週間前
・ 検診会場の密集・密接を避ける目的で、来場者数を制限し、全日程で均等に受診者数を割振りするため、

希望日に受診できない場合があります。また、基本的に受診日の変更はお受けできません。
・ 指定の時間に来所していただきます。当日の受付時間の指定はできません。受付時間の詳細は、送付

時に同封します。ります。受付時間を必ず守り、３密回避のご協力をお願いします。
・受付で体調についてお伺いし体温測定をおこないます。
・新型コロナウイルス感染症の状況により、集団検診が中止になる場合があることをご了承ください。
・全てのがん検診、肝炎ウイルス検診につきましては、70歳以上は無料です。

●特定健診	 料金：500円　※特定健診のみ、12月19日（日）の実施はありません。
　検査項目：問診・身体計測・尿検査・血圧測定・血液検査・ 心電図検査・医師の診察
　受診対象：健診受診日に30歳以上で、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人

●結核検診
　問診・胸部デジタル撮影
　料金：無料
　対象：65歳以上

●大腸がん検診
　問診・便潜血検査（2回採便）
　料金：無料
　対象：40歳以上
　※生理中の方は受けられません。

●胃がん検診	（胃X線検査）
　問診・胃のデジタル撮影　料金：1,000円　対象：40歳以上
　※ ただし次の人は受けられません。　妊娠中の人・胃疾患で治療中の人・6か月以内に胃検診を受けた人・バリウムによる過敏性

や誤嚥をしたことがある人・当日の体調がすぐれない人・体を支えられない人（検査台が上下左右に傾くため）

●肺がん検診
　問診・胸部デジタル撮影・喀痰検査（必要性がある人のみ）
　料金：デジタル撮影300円／喀痰検査500円
　対象：40歳以上　※喀痰検査のみの受診はできません。

●肝炎ウイルス検診
　問診・血液検査（B・C型肝炎ウイルス検査）
　料金：600円　
　対象： 40歳以上で、これまでに一度も肝炎ウイルス検診を受けたことがない人。

10月10日（日）～11日（月）の2日間
12月19日（日）～21日（火）の3日間

受付：午前8時30分～11時
指定の時間に来所

けやきホール

●乳がん検診
問診・マンモグラフィー
料金：1,400円
対象：40歳以上の女性
※ 町での検診は2年に1回の受診になります。ただし生理中の

方・子宮摘出手術を受けた方は受けられません。

●子宮がん（頸部）
問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診
料金：900円
対象：20歳以上の女性
※ 町での検診は2年に1回の受診になります。ただし生理中の

方・子宮摘出手術を受けた方は受けられません。

10月11日（月）
12月19日（日）

受付：午前1時30分～3時
指定の時間に来所

けやきホール

 保健センターの窓口に問診票と便を提出していただきます。
実施日：7月26日（月）・27日（火）・9月21日（火）・22日（水）・11月9日（火）・10日（水）

大腸がん検診単独検診 受付：午前8時30分～4時 保健センター

健康
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【注意事項】

役
場
職
員	

人
事
異
動

令
和
３
年
度
４
月
１
日
付
け
で
役

場
人
事
異
動
が
あ
り
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※（　

）は
旧
所
属

【
理
事
級
】

▼
理
事（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

担
当
）

奥
隆
至（
子
育
て
支
援
担
当
理
事
・

健
康
福
祉
課
長
事
務
取
扱
）

▼
理
事（
事
業
担
当
）・
事
業
課
長

事
務
取
扱
併
水
道
事
業
事
業
課
長

山
口
尚
亮（
事
業
課
長
・
併
水
道
事

業
事
業
課
長
）

▼
理
事（
教
育
担
当
）・
教
育
委
員

会
事
務
局
長
事
務
取
扱　

吉
岡
秀
樹（
教
育
委
員
会
事
務
局

長
・
川
西
文
化
会
館
館
長
事
務
取

扱
）

【
課
長
級
】

▼
総
務
課
デ
ジ
タ
ル
推
進
室
長　

梅
津
光
章（
税
務
課
課
長
補
佐
）

▼
健
康
福
祉
課
長　

中
森
委
香（
健
康
福
祉
課
課
長
補

佐
）

▼
長
寿
介
護
課
長　

栗
林
美
子（
長
寿
介
護
課
課
長
補

佐
）

▼
会
計
管
理
者
・
会
計
課
長
事
務

取
扱　

岡
田
充
浩（
長
寿
介
護
課
長
・
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
準
備
室
長
事

務
取
扱
）

▼
住
民
保
険
課
長
・
東
人
権
文
化

セ
ン
タ
ー
所
長
事
務
取
扱　

大
西
成
弘（
住
民
保
険
課
長
）

▼
事
業
課
主
幹
併
水
道
事
業
事
業

課
主
幹　

石
古
篤（
事
業
課
課
長
補
佐
・
併
水

道
事
業
事
業
課
課
長
補
佐
）

▼
教
育
委
員
会
事
務
局
主
幹　

髙
塲　

慎
太
郎（
教
育
委
員
会
事

務
局
長
補
佐
）

【
課
長
補
佐
級
】

▼
総
務
課
デ
ジ
タ
ル
推
進
室
課
長

補
佐　

松
浦
憲
彦（
総
務
課
課
長
補
佐
）

▼
税
務
課
課
長
補
佐
・
兼
債
権
管

理
課
課
長
補
佐　

川
北　

啓
司（
税
務
課
主
任
・
兼
債

権
管
理
課
主
任
）

▼
住
民
保
険
課
課
長
補
佐　

川
竹　

純
子（
健
康
福
祉
課
課
長

補
佐
）

▼
健
康
福
祉
課
課
長
補
佐　

大
野　

真
紀（
住
民
保
険
課
課
長

補
佐
）

▼
長
寿
介
護
課
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
所
長　

津
田　

志
保（
保
健
セ
ン
タ
ー
主

任
保
健
師
・
兼
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
準
備
室
主
任
保
健
師
）

▼
長
寿
介
護
課
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
課
長
補
佐�

河
田
江
利
奈（
長
寿
介
護
課
主
任
・

兼
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
準
備

室
主
任

【
主
任
】

▼
税
務
課
主
任　

髙
天
英
旭（
総
務
課
主
任
）

▼
会
計
課
主
任　

奥
田
美
江（
事
業
課
主
任
・
併
水
道

事
業
事
業
課
主
任
兼
会
計
課
主
任
）

▼
住
民
保
険
課
主
任
環
境
整
備
員　

吉
村
幸
治（
住
民
保
険
課
環
境
整

備
員
）

▼
図
書
館
主
任　

西
田
裕
美（
住
民
保
険
課
主
任
）

▼
川
西
幼
稚
園
主
任　

鈴
木
公
美
子（
川
西
幼
稚
園
教
諭

主
事
）

【
主
事
】

▼
総
務
課
主
事　

石
井
美
也
子（
住
民
保
険
課
主
事
）

森
中
亮
行（
事
業
課
主
事
併
水
道

事
業
事
業
課
主
事
）

東　

利
光（
住
民
保
険
課
主
事
）

▼
住
民
保
険
課
主
事　

斉
藤
朋
子（
総
務
課
主
事
）

【
再
任
用
職
員
】

住
民
保
険
課
主
事�

福
本
誠
治

▼
東
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー
主
事　

福
本
智
代�

▼
議
会
事
務
局
主
事
西
村
俊
哉

▼
教
育
委
員
会
事
務
局
長
補
佐
心

得
・
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
所
長
心

得
・
す
ば
る
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
所

長
心
得
・
い
ぶ
き
子
ど
も
セ
ン
タ

ー
所
長
心
得
・
川
西
文
化
会
館
館

長
心
得　

安
井
洋
次

▼
す
ば
る
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
主
事　

西
村
充
代

【
新
規
採
用
職
員
】

▼
住
民
保
険
課
主
事　

福
田
吉
宏

▼
健
康
福
祉
課
主
事　

土
井
匠

▼
健
康
福
祉
課
保
健
セ
ン
タ
ー
保

健
師　

亀
井
佑
奈

▼
長
寿
介
護
課
主
事　

竹
本
侑
哉

▼
事
業
課
主
事
・
併
水
道
事
業
事

業
課
主
事　

鈴
鹿
拓
洋

【
退
職
者
】

▼
福
本
誠
治（
会
計
管
理
者
・
会
計

課
長
事
務
取
扱
）

▼
深
澤
達
彦（
教
育
委
員
会
事
務

局
主
幹
・
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
所

長
事
務
取
扱
・
す
ば
る
子
ど
も
セ

ン
タ
ー
所
長
事
務
取
扱
・
い
ぶ
き

子
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長
事
務
取
扱
）

役場機構改革（令和３年４月１日付）
業務効率の向上及び住民サービスの充実を図るた
め、４月１日から組織改編を行いました。

【主な改編内容】
・総務課内にデジタル推進室を新設
・長寿介護課内に地域包括支援センターを設置
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川西町長選挙及び川西町議会議員補欠選挙【7月18日（日）】

▼主な日程等
告示日　　7月13日（火）
投票日時　7月18日（日）�午前7時～午後8時
開票日時　7月18日（日）�午後9時～
開票所　　川西町中央公民館　けやきホール

▼新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
詳しくは17ページに記載しています。

▼投票できる人
年齢要件　�平成15年7月19日以前（7月19日を含む）

に生まれた人。
住所要件　�令和3年4月12日以前（4月12日を含む）

に川西町で住民登録をし、引き続き投票
日まで川西町に在住している人。

▼投票所入場券
　投票所入場券は、7月13日以降に順次発送を開始
します。投票所入場券がお手元に届く前に期日前投
票を行いたい人や投票所入場券を紛失した人でも、
有権者であれば身分証明書（マイナンバーカード・運
転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・身体障
害者手帳等）により本人確認のうえ投票ができます
ので、投票所で申し出てください。

▼投票所
第１投票区　（中村・美ノ城・市場・辻・井戸）�
　川西町中央公民館けやきホール
第�２投票区　（出屋敷・美幸・結崎南団地・ハッピー
タウン・結崎団地・マック結崎・ルソレイユ結崎）

　結崎公民館
第３投票区　（東城・西城・スカイタウン）
　下永公民館
第４投票区　（東方）　川西町東人権文化センター
第５投票区　（上吐田・北吐田・南吐田）
　北吐田公民館
第６投票区　（梅戸）　川西町西人権文化センター
第７投票区　（唐院）　唐院公民館
第８投票区　（保田）　保田公民館

問�　川西町選挙管理委員会事務局（総務課内）
☎0745�（44）�2211

▼期日前投票
　投票日当日、旅行·仕事·冠婚葬祭などで投票に行
けない人は、期日前投票制度が利用できます。
期間　7月14日（水）～17日（土）　
時間　午前8時30分～午後8時
場所　川西町役場２階２０１会議室
※�期日前投票を行う際は宣誓書の提出が必要です。
宣誓書は投票所入場券の裏面に記載されています。
あらかじめ記入のうえご持参いただきますと受付
が早く済みます。

【コミュニティバス無料運行】
　期日前投票期間中は土曜日（7月17日）も通常ダイ
ヤで運行します。（無投票の場合は運行しません）

▼代理投票
　手や腕の疾病などにより、文字が書けないときは、
補助員が代理で投票用紙に記入します。投票の秘密
は守られますので、投票所で係員に申し出てくださ
い。

▼郵便等による不在者投票
　身体が不自由なため、投票所に行って投票できな
い場合は、郵便等で不在者投票ができます。
対	象者　身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受
けている人で一定の要件に該当する場合や、介護
保険法による要介護者でその区分が「要介護5」に
認定されている人に限られます。

申	請　郵便等で不在者投票をする場合は、「郵便投票
証明書」が必要ですので、選挙管理委員会に申請
してください。

代	理人による記入　郵便等で不在者投票ができる人
の中で、自分で投票用紙に記入できない人は、代
理人が記入する方法で投票ができます。

受	付　郵便等による不在者投票に関する事務手続に
は日数がかかりますので、選挙管理委員会事務局
にお問い合わせください。郵便等による不在者投
票による投票用紙交付請求の受付は、7月14日（水）
までです。

▼不在者投票指定病院等における不在者投票
　奈良県選挙管理委員会が指定する病院または老人
ホーム等に入院·入所中の人は、各病院及び老人ホー
ム等で不在者投票ができますので、各病院長及び施
設長に対し、投票用紙及び投票用封筒の請求を申し
出てください。

選挙における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
▼	川西町選挙管理委員会では、感染症拡大防止のた
め次のような対策を行います。

1 �投票所にはアルコール消毒液（手指消毒液）を設
置します。

2 �投票管理者、立会人、選挙事務に携わる職員は�
マスク等を着用します。

3 �投票所内では定期的な換気を行います。
4 �記載台や筆記用具等不特定多数の方が触れる箇
所は定期的に消毒します。

5 �受付の際、間隔をあけて並んでいただきご案内し
ます。

▼期日前投票について
　現在の新型コロナウイルス感染症への感染が懸念
される状況は、期日前投票を行うことができる事由
となります。期日前投票宣誓書の事由は、「6�天災又
は悪天候により投票所に到達することが困難」に該
当しますので、そちらを選択してください。

▼感染症対策に関するお願い

1 �投票所内でのマスク着用のご協力、咳エチケット
の徹底をお願いします。

2 �投票後の手洗い、消毒、うがい等をお願いします。

3 �投票所に設置するアルコール消毒液（手指消毒液）
をご利用ください。

4 �職員の案内に従い、ほかの有権者の方と一定の距
離を保持してください。

5 �筆記用具を持参して投票用紙に記入することも
できます。※

�※�　鉛筆・シャープペンシルを推奨しています（投票用
紙は樹脂でできており、乾きにくい性質があります。
ボールペン・水性ペンなどでは、インクで他の投票用
紙が汚れたり、文字がにじんだり、投票用紙同士の接
着の恐れがあります。ただし、鉛筆以外の筆記用具を
拒否するものではありません）。

ホストタウン関連イベント
▼キャンドルナイト AT ホストタウン

　キャンドルの灯りのもと、地球環境や平和について、
それぞれのホストタウン自治体から思いを寄せます。
また、オンラインでホストタウン地域同士の交流も
行います。

日時　7月7日（水）
　　　午後6時～8時　キャンドルナイト
　　　午後9時～10時　オンライン交流会
場所　川西文化会館　能の庭
内容　キャンドルナイト
　　　�子ども達にメッセージを書いてもらった
　　　キャンドルを灯します。
参加　�午後6時～8時は自由にキャンドルを見てい

ただけます。

※�コロナ感染予防対
策のため入場を規
制する場合があり
ます。

▼東京2020オリンピック・パラリンピック

聖火トーチの展示
　東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレー
のトーチを展示します。
日時　7月5日（月）～7月9日（金）
　　　午前9時～午後5時
場所　川西文化会館　エントランス
展示物　オリンピック聖火トーチ
　　　　パラリンピック聖火トーチ

※�聖火に触れることはで
きません。

※撮影は可能です。

※�混雑時は、短時間での観
覧にご協力ください。

※�ご来場いただく場合、コ
ロナ感染予防対策をし
てお越しください。
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※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

状
況
等
に
よ
っ
て
、内
容
が
変

更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

イ
ベ
ン
ト

▼
中
央
体
育
館
ア
リ
ー
ナ	

　

町
民
開
放
日

7
月
の
開
放
日　

7
月
18
日（
日
）

対
象　

町
内
在
住
・
在
勤
者

問�　

中
央
体
育
館

　

☎
０
７
４
５（
44
）１
６
１
６

▼	

第
１
回
人
権
教
育
研
修
講
座

「
川
西
町
の
人
権
ス
ポ
ッ

ト
を
歩
く
Ⅱ
」

日	

時　

９
月
６
日（
月
）午
後
１
時

30
分
～
午
後
３
時
30
分　
　

場	

所　

川
西
文
化
会
館
玄
関
前
に

集
合（
雨
天
時
は
室
内
で
講
演
）

講	

師　

世
界
人
権
問
題
研
究
所　

吉
田
栄
治
郎
さ
ん

問�　

川
西
町
人
権
教
育
推
進
協
議

会
事
務
局（
川
西
町
教
育
委
員

会
内
）

　

☎
０
７
４
５（
44
）２
２
１
４

▼
結
崎
能

　

日
本
の
伝
統
芸
能
で
あ
る「
能
」

と「
狂
言
」を
公
演
し
ま
す
。
能
楽

師・狂
言
師
に
よ
る
本
格
的
な
舞
台

を
鑑
賞
し
ま
せ
ん
か
？

日
時　

８
月
８
日（
日
）

　

午
後
１
時
開
演

会	

場　

川
西
文
化
会
館
コ
ス
モ
ス

ホ
ー
ル

販	

売　

発
売
中

　

前
売
１
０
０
０
円

　

当
日
１
２
０
0
円

申�　

教
育
委
員
会
事
務
局　

　

☎
０
７
４
５（
44
）２
２
１
４

安
心
・
安
全

▼
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練

　

地
震
が
発
生
し
た
時
、ど
の
よ

う
に
行
動
す
る
か
に
よ
っ
て
そ
の

後
の
被
害
が
大
き
く
変
わ
り
ま

す
。

　

奈
良
県
で
は
、７
月
９
日（
金
）

に
令
和
３
年
ナ
ラ
・
シ
ェ
イ
ク
ア

ウ
ト
訓
練（
奈
良
県
い
っ
せ
い
地

震
行
動
訓
練
）が
実
施
さ
れ
、
川

西
町
も
参
加
し
ま
す
。

　
「
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練
」
を

通
じ
て
、地
震
発
生
時
の
安
全
確

保
行
動「
①
ま
づ
ひ
く
く
、
②
あ

た
ま
を
ま
も
り
、③
う
ご
か
な
い
」

を
身
に
つ
け
、地
震
の
発
生
に
備

え
て
く
だ
さ
い
。

日	

時　

７
月
９
日（
金
）午
前
10
時

30
分
～

内	

容　

防
災
無
線
で
訓
練
放
送
を

行
い
ま
す
。
放
送
を
合
図
に
、

そ
の
場
で
机
の
下
に
隠
れ
た
り
、

身
を
か
が
め
る
な
ど
、安
全
確

保
の
行
動
を
１
分
間
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

※�

シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練
は
ア
メ

リ
カ
で
始
め
ら
れ
た
身
の
安
全

を
図
る
訓
練
で
す
。
自
宅
や
会

社
等
の
日
ご
ろ
の
防
災
対
策
を

確
認
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

問�　

奈
良
県
防
災
統
括
室

　

☎
０
７
４
２（
27
）７
０
０
６

募	

集
▼
自
衛
官
等
募
集

　

防
衛
省
で
は
、令
和
３
年
度
採

用
の
自
衛
官
候
補
生
、一
般
曹
候

補
生
、航
空
学
生
、防
衛
大
学
校
学

生
及
び
防
衛
医
科
大
学
校
学
生

（
医
学
科
・
看
護
学
科
）、予
備
自
衛

官
補
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
応
募

資
格
や
試
験
日
に
つ
い
て
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
自
衛
官
候
補
生（
陸
・
海
・
空
自
衛
隊
）】

年
間
を
通
じ
て
受
付
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。

【
一
般
曹
候
補
生（
陸
・
海
・
空
自
衛
隊
）】

受�
付　

７
月
１
日（
木
）～
９
月
６

日（
月
）

【
航
空
学
生（
海
・
空
自
衛
隊
）】

受�

付　

７
月
１
日（
木
）～
９
月
９

日（
木
）

問�　

自
衛
隊
奈
良
地
方
協
力
本
部　

橿
原
地
域
事
務
所

　

☎
０
７
４
４（
29
）９
０
６
０

▼	

式
下
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
リ
ユ
ー

ス
バ
ザ
ー
物
品
の
募
集

　

リ
ユ
ー
ス
バ
ザ
ー
の
開
催
に
向

け
て
、物
品
を
募
集
し
ま
す
。

油掛地蔵・地蔵盆
　水田の真ん中にぽつんと浮かぶ灯かりが、幻想的
な景色をつくってくれます。油を掛けて供養する「油
掛地蔵」。油が水をはじくことにちなみ、洪水に悩
まされてきた地元の人々の祈りを引き継いだお地
蔵さまです。また、「できもの」が治るように願掛け
する風習もあり、遠方からも多くの人が訪れます。
※�新型コロナウイルスに関する社会情勢を踏まえて、
地元の役員のみで縮小・簡素化して実施します。
感染予防の視点
からも、見学等
はお控えくださ
い。

問�　総合政策課�　☎�0745（44）2213

第71回 社会を明るくする運動
　犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチ
カラをテーマとして、毎年７月は「社会を明るくす
る運動」強調月間・再犯防止啓発月間です。この運動
は、全ての国民が犯罪や非行の防止と、罪を犯した
人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場
で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こ
うとする全国的な運動です。

保護司による電話相談ひまわりテレホン
　いじめ、非行、友達関係などに関する相談に応じ
ます。一人で悩まずに電話ください。

相談日　月～土曜日
（祝日、年末年始を除く）

時間　午後1時～4時
☎�0742（20）6000

防災備蓄用品を無償配布します
　コロナ禍の影響による経済的理由で生理用品の準
備ができない方を支援するために、防災備蓄品を無
償配布します。

配布物� ・生理用品　1パック（34枚入り）
� ・わかめご飯　2パック
※原則1人1回まで

期間
6月7日（月）～　※なくなり次第終了

受取方法
配布場所の窓口で職員よりお渡しします。

場所
保健センター、川西町社会福祉協議会
問�　健康福祉課　☎�0745（44）2631

人権擁護委員制度をご存知ですか？
▼人権擁護委員制度をご存知ですか？

　人権擁護委員とは「人権擁護委員法」に基づいて、
法務大臣から委嘱を受けた方で、無報酬で活動をさ
れています。川西町では、広く社会の実情に通じ、人
権擁護に深い理解のある4名の方が、人権擁護委員
として活動しています。
　6月30日で池田安希子さんが任期満了に伴い解嘱
されました。池田さんにおかれましては長年人権擁
護委員として在任中は公私共にご多忙な中、ひとか
たならぬご協力を賜り誠にありがとうございました。
　7月1日より、新たに堀田啓子さんが委嘱を受け椿
井勇司さんが再委嘱を受けられました。

川西町の人権擁護委員

� 令和3年7月1日現在

　　　　・薦田 義治さん（結崎団地）

　　　　・椿井 勇司さん（市　　場）

　　　　・井村 高子さん（井　　戸）

　　　　・堀田 啓子さん（西　　城）

人権擁護委員の主な活動

①  住民の皆さんから「人権相談」を受け、問題解
決のお手伝いをしています

②  法務局職員と協力して人権侵害による被害者
の救済活動をしています

③  住民の皆さんに人権について感心をもっても
らえるような啓発活動をしています

法務局の常設相談所

みんなの人権100番
☎ 0570（003）110
受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分

問�　住民保険課　☎ 0745（44）2611
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募	
集
物
品　

制
服
、カ
ッ
タ
ー
シ
ャ

ツ
、セ
ー
タ
ー
、カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
、

体
操
服
、
自
転
車
通
学
用
レ
イ

ン
コ
ー
ト
、通
学
カ
バ
ン
、ナ
ッ

プ
サ
ッ
ク
、体
育
館
シ
ュ
ー
ズ
等

日	

時　

７
月
１
日（
木
）～
７
月
20

日（
火
）（
土
日
祝
除
く
）

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

場
所　

式
下
中
学
校
職
員
玄
関

問�　

式
下
中
学
校

　

☎
０
７
４
５（
44
）０
０
３
９

▼	

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

施
設
整
備
事
業
者
を
募
集

し
ま
す

　

第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に

基
づ
き
、町
内
で
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
を
設
置
運
営
す
る
事

業
者
を
公
募
し
ま
す
。
公
募
要
項

等
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

募	

集
内
容　

小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護（
令
和
４
年
度
中
整

備
・
開
所
）

事	

前
相
談　

８
月
27
日（
金
）ま
で

受
付

※�

公
募
に
は
事
前
相
談
が
必
要
で

す
。
事
前
に
電
話
予
約
を
行
い
、

運
営
法
人
の
人
が
来
庁
し
て
く

だ
さ
い
。

問�　

長
寿
介
護
課

　

☎
０
７
４
５（
44
）２
６
３
５

▼	「
被
害
者
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
」の
募
集
に
つ
い
て

募	

集
期
間　

７
月
31
日（
土
）ま
で

募
集
人
数　

20
名
程
度

応
募
資
格

・�
奈
良
県
在
住
の
成
人（
年
齢
70
歳

未
満
）。

・�

書
類
選
考
の
う
え
、
面
接
を
実

施
し
、
合
格
者
に
は
養
成
講
座

を
受
講
い
た
だ
き
ま
す
。

※�

応
募
用
紙
は
役
場
の
住
民
保
険

課
に
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
い
応
募
方
法
等
に
つ
い
て

は
、左
記
ま
で
。

問�　

な
ら
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー　

　

☎
０
７
４
２（
26
）６
９
３
５

子
育
て

▼
二
種
混
合
予
防
接
種

　

乳
児
期
に
受
け
た
三
種
混
合

（
四
種
混
合
）の
２
期
と
し
て
、ジ

フ
テ
リ
ア
・
破
傷
風
の
予
防
接
種

を
実
施
し
ま
す
。
今
年
度
は
、
集

団
接
種
を
中
止
し
、医
療
機
関
で

の
個
別
接
種
で
対
応
し
ま
す
。

対	

象　

小
学
６
年
生　

※
対
象
者

に
は
個
別
に
通
知
し
ま
す
。

期
間　

翌
年
３
月
31
日
ま
で

問�　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
５（
43
）１
９
０
０

�

▼	

お
た
ふ
く
か
ぜ
予
防
接
種

（
任
意
ワ
ク
チ
ン
）費
用
の

一
部
助
成

　

お
子
さ
ん
の
お
た
ふ
く
か
ぜ
予

防
接
種
に
係
る
費
用
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。
予
防
接
種
で
感
染
を

防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

※�
こ
の
予
防
接
種
は
あ
く
ま
で
任

意
接
種
で
す
の
で
、保
護
者
の

責
任
の
も
と
接
種
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

対
象　

１
歳
～
５
歳

助
成
回
数　

１
回

助	

成
費
用　

接
種
費
用
の
２
分
の

１（
上
限
３
０
０
０
円
）

申	

請
方
法　

医
療
機
関
で
接
種

後
、保
健
セ
ン
タ
ー
で
還
付
申

請
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類　

母
子
健
康
手
帳
な
ど

接
種
し
た
こ
と
が
分
か
る
も
の
、医

保健センター		こどもの健康診査

　お子さんの健診、予防接種、教室で来所する際は、
必ず母子健康手帳を持参してください。転入等で予
防接種の予診票を持っていない人は、保健センター
まで連絡してください。

問�・場所　保健センター
　☎�0745（43）1900

▼7月の日程　※対象者には個別に案内しています
項　目 対　象 日　時 内　容

２歳児歯の教室 平成29年9月26日～
平成29年12月25日生

7月29日（木）午前
＊�受付時間は、個別に案内
します。

歯科検診・講話・生活・栄養相談

４・５カ月児
健康診査

令和3年2月6日～
令和3年4月3日生

8月2日（月）午後
＊�受付時間は、個別に案内
します。

問診・身体計測・内科診察・生活・栄養相
談

▼7月のスケジュール	 問�　子育て支援センター　☎�0745（43）2575
月　日 時　間 内　容 場　所

7月6日（火） 午前10時～11時30分 わくわくタイム（親子でリトミック） 梅戸体育館

7月8日（木） 午前10時～11時30分 １歳児親子広場 子育て支援センター

7月9日（金） 午前10時～11時30分 移動広場★ 川西文化会館「しきの間」

7月15日（木） 午前10時～11時30分 2歳児親子広場 子育て支援センター

7月16日（金） 午前10時～11時30分 子育て講座★ 子育て支援センター

7月20日（火） 午前10時～11時30分 わくわくタイム（親子でヨガ） 梅戸体育館

7月22日（祝・木） 海の日（休館）

7月23日（祝・金） 体育の日（休館）

7月24日（土） 臨時休館

★マークの行事は「子育て」にも案内記事を掲載しています。
・「新しい生活様式」に基づき３密を回避する工夫をしながら実施します。
・感染拡大の状況によって、中止または内容を変更する場合があります。

子育て支援センター			こんにちは♪ひだまりです♪

療
機
関
の
領
収
書（
お
子
さ
ん
の
氏

名
、接
種
日
が
明
記
さ
れ
て
い
る

も
の
）、振
込
先
の
通
帳（
お
子
さ
ん

も
し
く
は
保
護
者
名
義
の
も
の
）

問�　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
５（
43
）１
９
０
０

▼	

第
３
回
子
育
て
講
座	

「
夏
の
事
故
予
防
」

日
時　

７
月
16
日（
金
）

　

午
前
10
時
～
11
時
30
分

講	

師　

花
田
高
志
さ
ん（
日
本
赤

十
字
社
奈
良
県
支
部
）　　

申�　

７
月
15
日（
木
）ま
で

　

�

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー（
定
員

10
組
）

　

☎
０
７
４
５（
43
）２
５
７
５

▼	

移
動
広
場「
プ
ラ
レ
ー
ル

で
遊
び
ま
し
ょ
」

日
時　

７
月
９
日（
金
）

　

午
前
10
時
～
11
時
30
分

場	

所　
川
西
文
化
会
館「
し
き
の
間
」

対	

象　

０
歳
～
就
学
前
の
お
子
さ

ん
と
そ
の
保
護
者

申�　

７
月
８
日（
木
）ま
で

　

�

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー（
定
員

８
組
）

　

☎
０
７
４
５（
43
）２
５
７
５

▼
小
学
生
親
子
ク
ッ
キ
ン
グ

　

親
子
で
一
緒
に
料
理
を
作
る
ク
ッ

キ
ン
グ
教
室
で
す
。自
分
で
作
る
楽

し
み
を
通
し
て
、お
子
さ
ん
の
食
生

活
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

対
象　

小
学
生
と
保
護
者

定
員　

各
日
親
子
４
組

日
時　

①�

７
月
22
日（
木
）午
前
９
時
50
分

～
11
時
30
分

②�

７
月
22
日（
木
）午
後
１
時
50
分

～
３
時
30
分

③�

７
月
31
日（
土
）午
前
９
時
50
分

～
11
時
30
分

④�

７
月
31
日（
土
）午
後
１
時
50
分

～
３
時
30
分

内	

容　
「
キ
ャ
ン
プ
気
分
を
楽
し

も
う
」

　

キ
ャ
ン
プ
や
災
害
時
に
も
作
れ

る
缶
詰
を
使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー

参	

加
費　

親
子
１
組　

５
０
０
円

（
材
料
費
）

持	

ち
物　

エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・
上

靴
・
水
筒（
お
茶
）

※�

調
理
は
マ
ス
ク
を
着
用
し
、家

族
単
位
で
行
い
ま
す
。

※�

調
理
し
た
も
の
は
試
食
せ
ず
に
、

持
ち
帰
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

受
付　

①
②
７
月
16
日（
金
）ま
で

③
④
７
月
28
日（
水
）ま
で

申�　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
５（
43
）１
９
０
０

▼
親
子
ク
ッ
キ
ン
グ

　

台
所
の
お
手
伝
い
に
興
味
を
持

ち
始
め
て
い
ま
せ
ん
か
？
親
子
で

料
理
を
楽
し
む
教
室
で
す
。

対	

象　

３
～
５
歳
の
子
ど
も
と
保

護
者

定
員　

各
日
親
子
４
組

日
時
・
内
容　

①�

８
月
６
日（
金
）午
前
９
時
50
分

～
11
時
30
分　

ピ
ザ

②�

８
月
６
日（
金
）午
後
１
時
50
分

～
３
時
30
分　

お
菓
子
作
り

③�

８
月
21
日（
土
）午
前
９
時
50
分

～
11
時
30
分　

ピ
ザ

④�

８
月
21
日（
土
）午
後
１
時
50
分

～
３
時
30
分　

お
菓
子
作
り

参	

加
費　

親
子
１
組　

５
０
０
円

（
材
料
費
）

持	

ち
物　

エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・
上

靴
・
母
子
手
帳
・
水
筒（
お
茶
）

※�

調
理
は
マ
ス
ク
を
着
用
し
、家

族
単
位
で
行
い
ま
す
。

※�

調
理
し
た
も
の
は
試
食
せ
ず
に
、

持
ち
帰
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

受
付　

①
②
８
月
３
日（
火
）ま
で

③
④
８
月
18
日（
水
）ま
で

申�　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
５（
43
）１
９
０
０

21 20



▼
赤
ち
ゃ
ん
体
操
教
室

　

体
操
を
通
じ
て
、赤
ち
ゃ
ん
の

成
長
・
発
達
を
う
な
が
し
、
育
児

を
楽
し
く
行
っ
て
も
ら
う
た
め
の

教
室
で
す
。

日	

時　

７
月
26
日（
月
）午
前
10
時

～
11
時
30
分

受
付　

午
前
９
時
45
分
～

持	

ち
物　

母
子
手
帳
、バ
ス
タ
オ

ル
、オ
ム
ツ
等
子
ど
も
に
必
要

な
も
の

申�　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
５（
43
）１
９
０
０

▼
妊
婦
さ
ん
の
歯
科
検
診

　

妊
娠
中
は
い
つ
も
よ
り
お
口
の

中
の
病
気（
む
し
歯
や
歯
周
病
な

ど
）が
進
み
や
す
く
、
ま
た
歯
周

病
が
重
度
に
な
る
と
早
産
や
低
体

重
児
の
出
産
を
引
き
起
こ
す
と
い

わ
れ
、注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

対	

象　

町
内
在
住
の
妊
婦
さ
ん

（
歯
科
治
療
中
の
人
は
除
く
）

日
時　

７
月
29
日（
木
）

受	

付　

午
前
10
時
～（
同
日
開
催

の
２
歳
児
歯
の
教
室
終
了
後
に

実
施
）

内	

容　

歯
科
医
師
に
よ
る
口
腔
内

の
検
査
と
、歯
科
衛
生
士
に
よ

る
歯
科
指
導

費
用　

無
料

申�　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
５（
43
）１
９
０
０

▼	

母
子
手
帳
ア
プ
リ	

「
母
子
モ
」配
信
中
！

　

妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
の
記
録
が

で
き
た
り
、川
西
町
の
子
育
て
情

報
を
届
い
た
り
す
る
ス
マ
ホ
ア
プ

リ「
母
子
モ
」
の
配
信
を
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問�　

保
健
セ
ン
タ
ー　

　

☎
０
７
４
５（
43
）１
９
０
０

健
康
づ
く
り

▼	

献
血
に
ご
協
力
お
願
い
し

ま
す

　

献
血
で
集
め
ら
れ
た
血
液
の
80

％
以
上
は
、病
気
の
治
療
に
使
わ

れ
て
お
り
、そ
の
多
く
は
が
ん
治

療
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

奈
良
県
で
は
、毎
日
約
１
０
０

名
の
人
に
輸
血
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、使
用
さ
れ
る
血
液
は
未
だ
に

人
工
的
に
造
る
こ
と
が
で
き
ず
、

長
期
保
存
も
で
き
ま
せ
ん
。
皆
様

の
献
血
へ
の
継
続
的
な
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

日	

時　

８
月
４
日（
水
）午
前
９
時

30
分
～
正
午

場
所　

川
西
町
役
場
玄
関
前

問�　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
５（
43
）１
９
０
０

▼
熱
中
症
に
ご
注
意
！

　

今
年
も
猛
暑
の
季
節
が
や
っ
て

き
ま
し
た
。
熱
中
症
は
、
屋
外
や

ス
ポ
ー
ツ
中
だ
け
に
起
こ
る
わ
け

で
は
な
く
、屋
内
で
も
温
度
や
湿

度
が
高
い
と
、発
症
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

特
に
小
さ
な
お
子
さ
ん
や
高
齢

の
人
は
熱
中
症
に
か
か
り
や
す
い

傾
向
が
あ
り
ま
す
の
で
、十
分
お

気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

※�

睡
眠
不
足
や
風
邪
気
味
な
ど
、

体
調
が
優
れ
な
い
と
き
は
日
中

の
外
出
や
運
動
は
控
え
ま
し
ょ

う
！

※�

通
気
性
の
い
い
服
を
着
用
し
、

外
出
時
は
帽
子
や
日
傘
な
ど
を

使
用
し
ま
し
ょ
う
！

※�「
の
ど
が
渇
い
た
」
と
感
じ
る

と
き
は
、水
分
不
足
の
サ
イ
ン

で
す
。
こ
ま
め
に
水
分
補
給
を

し
ま
し
ょ
う
。

問�　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
５（
43
）１
９
０
０

▼
大
腸
が
ん
検
診（
個
別
）

　

大
腸
が
ん
は
早
期
に
発
見
し
て

治
療
す
れ
ば
ほ
ぼ
治
療
が
可
能
な

病
気
で
す
。
大
腸
が
ん
は
早
期
に

は
自
覚
症
状
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た

め
、年
に
１
回
は
検
診
を
受
け
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

対
象　

40
歳
以
上

日	

時　

７
月
26
日（
月
）・
27
日（
火
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

料	

金　

５
０
０
円（
70
歳
以
上
は

無
料
）

申�　

７
月
12
日（
月
）ま
で

　

申
込
者
に
、検
便
の
容
器
と
問

診
票
を
送
付
し
ま
す
。

問�　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
５（
43
）１
９
０
０

▼	

が
ん
検
診
の
無
料
ク
ー
ポ

ン
券
を
発
送
し
ま
し
た

　

が
ん
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療

と
が
ん
検
診
の
大
切
さ
を
伝
え
る

こ
と
を
目
的
に
、対
象
と
な
る
人

に
対
し
て
子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん

検
診
を
無
料
で
受
診
で
き
る
ク
ー

ポ
ン
券
を
郵
送
し
ま
し
た
。

　

ク
ー
ポ
ン
券
が
お
手
元
に
届
い

た
人
は
、こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
が
ん

検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

対	

象　

令
和
２
年
４
月
２
日
～
令

和
３
年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に
、

次
の
年
齢
に
な
っ
た
人

子
宮
が
ん
検
診
：
満
21
歳
／
乳
が

ん
検
診
：
満
41
歳

問�　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
５（
43
）１
９
０
０

手
続
き

▼
証
明
書
等
の
休
日
窓
口

　

平
日
の
昼
間
、役
場
に
来
庁
す

る
こ
と
が
困
難
な
人
の
た
め
に
、

休
日
交
付
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま

す
。
窓
口
で
は
住
民
票
な
ど
の
証

明
書
等
の
発
行
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

休
日
窓
口
は
、証
明
書
等
の
交

付
の
た
め
に
行
っ
て
い
ま
す
。
印

鑑
登
録
や
転
出
入
の
受
付
等
は
行

っ
て
い
ま
せ
ん
。

※
事
前
予
約
制

開	

設
日　

毎
月
第
３
土
曜
日
の
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

7
月
の
開
設
日　

7
月
17
日（
土
）

場
所　

役
場
１
階
住
民
保
険
課

交	

付
で
き
る
証
明
書
等　

住
民
保

険
課
で
発
行
す
る
証
明
書

　

□
住
民
票
の
写
し

　

□
住
民
票
除
票

　

□
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

　

□
印
鑑
証
明
書

事	

前
予
約
制　

7
月
16
日（
金
）午

後
５
時
15
分
ま
で
に
住
民
保
険

課
へ
電
話
予
約
。
来
庁
予
定
時

間
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

※�

だ
れ
か
ら
も
予
約
が
な
い
場
合

は
開
設
し
ま
せ
ん
。

問�　

住
民
保
険
課　

　

☎
０
７
４
５（
44
）２
６
１
１

STEP①
電話で事前予約

STEP③
申請書を記入後
証明書を受け取る

STEP②
開設日に役場へ行く

▼	

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交

付
受
付
時
間
の
延
長

　

平
日
の
昼
間
は
時
間
的
に
役
場

に
来
庁
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
の

た
め
に
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
夜
間
交
付
を
毎
月
第
２
・
第
４

火
曜
に
実
施
し
ま
す
。

７
月
の
実
施
日

①�

７
月
13
日（
火
）・
②
７
月
27
日（
火
）

午
後
７
時
ま
で

事
前
予
約
制

　

希
望
す
る
人
は
、当
日
来
庁
す

る
時
間
を
、
①
７
月
12
日（
月
）・

②
７
月
26
日（
月
）の
午
後
５
時
15

分
ま
で
に
ご
連
絡
の
う
え
予
約
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

だ
れ
か
ら
も
予
約
が
無
い
場
合

は
開
庁
し
ま
せ
ん
。

業	

務
内
容　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
交
付（
そ
の
他
の
業
務
は

行
い
ま
せ
ん
）

交	

付
場
所　

役
場
１
階　

住
民
保

険
課
窓
口

問�　

住
民
保
険
課　

　

☎
０
７
４
５（
44
）２
６
１
１

▼	

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
用
写
真
を
無
料
撮
影

し
ま
す

日	

時　

役
場
開
庁
日
の
午
前
９
時

～
午
後
４
時

※�

今
の
と
こ
ろ
、無
料
撮
影
の
期

限
は
設
け
て
い
ま
せ
ん
。

場
所　

住
民
保
険
課

　

申
請（
写
真
撮
影
）受
付
の
時
間

が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
時

間
に
余
裕
を
も
っ
て
来
庁
し
て
く

だ
さ
い
。

（
お
願
い
）お
子
様
の
写
真
撮
影
は

安
全
の
た
め
に
1
人
で
椅
子
に
座

れ
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

申
請
か
ら
2
ケ
月
程
で
交
付

　

交
付
準
備
が
で
き
次
第
、自
宅

に
ハ
ガ
キ
を
送
り
ま
す
。

　

ハ
ガ
キ
、
本
人
確
認
書
類
、
通

知
カ
ー
ド
を
持
参
の
上
、来
庁
く

だ
さ
い
。

夜
間
の
交
付（
受
取
り
）も
で
き
ま
す

　

平
日
の
昼
間
は
時
間
的
に
役
場

に
来
庁
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
の

た
め
に
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
夜
間
交
付
を
毎
月
第
２
・
第
４

火
曜
に
実
施
し
ま
す
。（
前
日
ま

で
に
予
約
が
必
要
）

持
ち
物

①�

通
知
カ
ー
ド
に
つ
い
て
い
る「
個

人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
兼

電
子
証
明
書
発
行
申
請
書
」※
１

ま
た
は
、地
方
公
共
団
体
情
報

シ
ス
テ
ム
機
構（
略
称
Ｊ-

Ｌ

Ｉ
Ｓ
）か
ら
送
付
さ
れ
た
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
付
き
交
付
申
請
書

②
本
人
確
認
書
類

・�
顔
写
真
つ
き
の
公
的
身
分
証
明

書
の
場
合
は
１
点
※
２

・�

顔
写
真
が
な
い
身
分
証
明
書
の

場
合
は
２
点
※
３

③�

印
鑑（
申
請
書
に
自
署
す
る
人

は
不
要
で
す
）

※
１　

�

紛
失
さ
れ
た
人
は
窓
口
で

申
請
書
を
発
行
し
ま
す
。

※
２　

�

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー

ト
な
ど

※
３　

�

健
康
保
険
証
・
介
護
保
険

証
・
年
金
手
帳
・
学
生
証
な

ど
氏
名
・
生
年
月
日
が
わ

か
る
も
の

7月は水道メーターの検針月です
　水道の定期検針を実施します。皆様のご協力をお
願いします。
実施日　７月13日（火）、14日（水）、15日（木）、16日（金）
検針にご協力下さい
　水道メーターの検針は、2か月ごとの基準日（奇数
月の15日前後）に検針員が訪問します。指示数を確
認し、使用水量をお知らせしています。正確で能率
的な検針ができるよう、次の点に注意してください。
・�水道メーターボックスの上に物を置かないでくだ
さい。
・�水道メーターボックスの中は、きれいにしてくだ
さい。
・�水道メーターボックス付近に犬がいて検針ができ
ない、また、車が駐車してあり、検針できないこと
がないよう注意してください。

問�　事業課�　☎�0745（43）0331
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問�　

住
民
保
険
課

　

☎
０
７
４
５（
44
）２
６
１
１

▼
結
婚
50
年
記
念
品
贈
呈

　

本
年
中
に
結
婚
50
年
を
迎
え
る

ご
夫
婦
に
記
念
品
を
贈
呈
し
ま
す
。

対	

象　

川
西
町
に
住
所
を
有
し
、

且
つ
記
念
品
交
付
日
に
町
内
に

居
住
し
て
い
る
人
で
昭
和
46
年

中
に
婚
姻
届
を
提
出
し
た
夫
婦

贈
呈
日　

９
月
中
旬

必
要
書
類

　

�

申
込
書（
川
西
町
役
場
長
寿
介

護
課
で
配
布
し
ま
す
）

　

戸
籍
謄
本（
本
籍
が
町
外
の
方
）

申
込　

７
月
26
日（
月
）ま
で

問�　

長
寿
介
護
課

　

☎
０
７
４
５（
44
）２
６
３
５

▼	

手
帳
・
自
立
支
援
医
療
の

有
効
期
限
に
注
意

　

障
害
者
手
帳（
精
神
・
療
育
・
一

部
期
限
の
記
載
が
あ
る
身
体
障
害
）

や
、自
立
支
援
医
療
受
給
者
証（
精

神
通
院
・
更
生
医
療
・
育
成
医
療
）

に
は
有
効
期
限
が
あ
り
ま
す
。

　

手
帳
や
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方
は
有
効
期
限
を
確
認
し
、更
新

が
必
要
な
場
合
は
更
新
期
間
に
役

場
窓
口
に
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
出
す
る
書
類
等
、不
明
な
点

が
あ
り
ま
し
た
ら
健
康
福
祉
課
へ

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問�　

健
康
福
祉
課

　

☎
０
７
４
５（
44
）２
６
３
１

国
民
年
金

▼	

国
民
年
金
保
険
料
の
特
例

申
請（
学
生
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、令
和
２
年
２
月

以
降
に
収
入
が
減
少
し
た
学
生

は
、
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
、
本

人
申
告
の
所
得
見
込
額
を
用
い
た

簡
易
な
手
続
き
に
よ
る
国
民
年
金

保
険
料
学
生
特
例
の
申
請
が
可
能

で
す
。（
令
和
３
年
度
も
引
き
続

き
臨
時
特
例
措
置
に
基
づ
く
取
り

扱
い
を
継
続
し
ま
す
。）

対
象
と
な
る
学
生

①�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、令
和
２
年
２

月
以
降
に
収
入
が
減
少
し
た
人
。

②�

令
和
２
年
２
月
以
降
の
所
得
の

状
況
か
ら
み
て
、年
間
の
所
得

見
込
額
が
国
民
年
金
保
険
料
学

生
納
付
特
例
の
承
認
基
準
相
当

で
あ
る
人
。

必
要
書
類

①�

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特

例
申
請
書

②�

所
得
の
申
立
書（
簡
易
な
所
得

見
込
額
の
申
立
書（
臨
時
特
例

用
））

③
学
生
証
の
コ
ピ
ー

申�　

住
民
保
険
課
ま
た
は
年
金
事

務
所

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
防
止
の
観
点
か
ら
、で

き
る
限
り
郵
送
に
よ
る
手
続
き

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

制
度
の
概
要・
申
請
条
件・
申
請

書
や
所
得
の
申
立
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
な
ど
詳
し
い
内
容
は
日
本
年
金

機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

https://w
w
w
.nenkin.go.jp/

問�　

桜
井
年
金
事
務
所

　

☎
０
７
４
４（
42
）０
０
３
３

▼	

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等

の
申
請

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態

で
、
万
が
一
、
障
害
や
死
亡
と
い

っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る

と
、障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎

年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
等
で
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に

は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶

予
と
な
る「
保
険
料
免
除
制
度
」

や「
納
付
猶
予
制
度（
50
歳
未
満
）」

が
あ
り
ま
す
の
で
、住
民
保
険
課

も
し
く
は
年
金
事
務
所
で
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
３
年
度
分（
令
和
３
年
７

月
分
か
ら
令
和
４
年
６
月
分
ま
で
）

の
免
除
等
の
受
付
は
令
和
３
年
７

月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、申
請
時
点
の
２
年
１
ヶ
月
前

の
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

将
来
受
け
取
る
年
金
へ
の
影
響

や
、あ
と
か
ら
納
め
る
こ
と
の

で
き
る
保
険
料
、各
種
要
件
に

つ
い
て
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問�　

桜
井
年
金
事
務
所

　

☎
０
７
４
４（
42
）０
０
３
３

住
民
保
険
課　

　

☎
０
７
４
５（
44
）２
６
１
１

７
月
は「
差
別
を
な
く
す

強
調
月
間
」で
す

　

同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法

が
、昭
和
44
年（
１
９
６
９
年
）７

月
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し

て
、「
差
別
を
な
く
す
強
調
月
間
」

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
期
間
中
に

県
内
で
は
人
権
に
関
わ
る
様
々
な

取
り
組
み
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

川
西
町
で
は
、住
民
の
み
な
さ

ん
が
あ
ら
ゆ
る
人
権
問
題
を
正
し

く
理
解
・
認
識
し
、
差
別
を
な
く

す
意
欲
と
行
動
を
積
み
重
ね
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
に
積
極
的
に
啓

発
活
動
を
展
開
し
ま
す
。

▼
差
別
を
な
く
す
町
民
集
会

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、７
月

の「
差
別
を
な
く
す
町
民
集
会
」

の
開
催
を
延
期
し
ま
す
。

▼	

川
西
町
人
権
擁
護
委
員
に

よ
る
人
権
な
ん
で
も
相
談

（
毎
月
第
２
火
曜
日
開
設
）

日	

時　

７
月
13
日（
火
）午
後
1
時

～
4
時

場	

所　

保
健
セ
ン
タ
ー　

１
階　

和
室

※
詳
し
く
は
25
ペ
ー
ジ
へ

▼
弁
護
士
に
よ
る
人
権
相
談

日	

時　

７
月
12
日（
月
）　

午
後
１

時
～
４
時

場	

所　

川
西
文
化
会
館　

２
階　

サ
ー
ク
ル
室
Ｄ
※
事
前
予
約
が

必
要

定
員　

６
名（
先
着
順
）

予	

約　

７
月
１
日（
木
）～
７
月
９

日（
金
）平
日
の
午
前
９
時
～
午

相談窓口
相談窓口 日　時 場　所 内　容 申・問

行政なんでも
相談所
毎月第２火曜日

7月13日（火）
午前10時～正午

役場2階
図書室

行政について苦情や意見・要望な
ど
相談員：行政相談委員（国から委嘱）

住民保険課
☎0745（44）2611

人権なんでも
相談所
毎月第２火曜日

7月13日（火）
午後１時～4時

保健センター
1階　和室

差別、いやがらせなど、人権に関
して悩みごとや困りごと　など
相談員：人権擁護委員（国から委
嘱）

住民保険課
☎0745（44）2611

消費生活
相談窓口
（三宅町との
広域連携事業）
毎週火曜日

7月6日（火）・20日（火）
午前10時～午後3時

役場2階
図書室

消費生活（売買や賃貸借などの契
約に関することなど）について／
相談員：消費生活相談員（国から
認定）
※�川西町と三宅町ともに同じ相談員が
対応します。

住民保険課
☎0745（44）2611

7月13日（火）・27日（火）
午前10時～午後3時

三宅町役場3階
第2会議室

三宅町役場
産業振興課
☎0745（44）3071
相談専用
☎0745（43）3588

健康相談
7月12日（月）
午前９時～11時30分
※時間予約制

保健センター
健康診査結果の説明、生活習慣
病・日常生活に関することなど
※�健康診査や血液検査の結果などあれ
ば持参してください。

保健センター
☎0745（43）1900

こころの
健康相談

随時
※時間予約制

お問い合わせく
ださい

本人・家族の心の悩みなど
相談員：精神保健福祉士・保健師
など

保健センター
☎0745（43）1900

高齢者の
相談窓口 随時

来所・訪問・電話
にて相談に応じ
ます

高齢者の皆さまが、いつまでも住
み慣れた地域で安心して暮らせ
るよう、介護・福祉・医療などさま
ざまな面から支援します。

地域包括支援セン
ター
☎0745（42）1180

後
５
時

問�　

住
民
保
険
課　

　

☎
０
７
４
５（
44
）２
６
１
１

７
月
・
８
月
は「
青
少
年

の
非
行
被
害
防
止
全
国

強
調
月
間
」で
す

　

悩
み
を
抱
え
て
い
る
青
少
年
、

子
育
て
に
悩
ん
で
い
る
保
護
者
の

方
、
一
人
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん

か
？
そ
ん
な
悩
み
を
下
記
の
そ
れ

ぞ
れ
相
談
機
関
が
助
言
や
支
援
を

行
い
ま
す
。

▼
子
育
て
全
般
に
関
わ
る
相
談

児
童
相
談
所
全
国
共
通
番
号

　

☎
１
８
９

川
西
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
相

談
電
話
ほ
っ
と
ス
ル
ー

　

☎
０
７
４
５（
43
）２
７
７
４
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子
ど
も
と
家
庭
テ
レ
ホ
ン
相
談

（
子
ど
も
に
関
す
る
悩
み
や
心
配
事
）

　

主
に
育
児
・
し
つ
け
・
発
達
・
児

童
虐
待
等
に
関
す
る
こ
と

　

☎
０
７
４
２（
23
）４
１
５
２

▼	

学
校
生
活
・
家
庭
生
活
に
お

け
る
悩
み
に
関
す
る
相
談

　

登
校
拒
否（
不
登
校
）・
い
じ
め

等
に
つ
い
て
の
悩
み
や
家
庭
に
お

け
る
悩
み
に
関
す
る
こ
と

い
の
ち
の
電
話

　

☎
０
７
４
２（
35
）１
０
０
０

24
時
間
子
供
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
１
２
０（
0
）７
８
３
１
０

こ
ど
も
相
談（
中
央
こ
ど
も
家
庭

相
談
セ
ン
タ
ー
）

　

☎
０
７
４
２（
23
）４
１
５
２

▼	

地
域
で
の
青
少
年
非
行
防

止
・
悩
み
に
関
す
る
相
談

　

地
域
で
の
非
行
防
止
活
動
、健

全
育
成
活
動
、
家
出
・
シ
ン
ナ
ー

遊
び
等
に
関
す
る
こ
と

県
内
各
警
察
署（
生
活
安
全
課
）

　

☎
０
７
４
３（
62
）０
１
１
０

（
天
理
警
察
署
）

中
南
和
少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
４（
34
）０
１
１
０

▼
青
少
年
の
電
話
に
よ
る
相
談

　

青
少
年
の
家
庭
に
お
け
る
悩
み

や
登
校
拒
否・
不
登
校・
非
行
問
題

等
に
つ
い
て
の
悩
み
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
１
２
０（
007
）１
１
０

あ
す
な
ろ
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
７
４
４（
34
）５
５
６
０

▼
青
少
年
に
よ
る
相
談

　

主
に
少
年
犯
罪
・
不
良
行
為
・
不

登
校
・
い
じ
め
等
に
関
す
る
こ
と

24
時
間
子
供
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
１
２
０（
0
）７
８
３
１
０

ヤ
ン
グ
・
い
じ
め
１
１
０
番

　

☎
０
７
４
４（
34
）０
１
１
０

　

☎
０
７
４
２（
22
）０
１
１
０

▼	

環
境
浄
化
・
健
全
育
成
に

関
す
る
連
絡

匿
名
通
報
ダ
イ
ア
ル

　

児
童
虐
待
、青
少
年
を
と
り
ま

く
犯
罪
に
関
す
る
連
絡

　

☎
０
１
２
０（
924
）８
３
９

青
少
年
・
社
会
活
動
推
進
課　

健

全
育
成
係

　

青
少
年
に
好
ま
し
く
な
い
環
境

の
連
絡
、青
少
年
団
体
活
動
の
紹
介

　

☎
０
７
４
２（
27
）８
６
０
８

▼
ひ
き
こ
も
り
に
関
す
る
相
談

ひ
き
こ
も
り
相
談
窓
口

　

☎
０
７
４
２（
27
）８
１
３
０

▼
精
神・保
健
に
関
す
る
相
談

　

多
大
な
ス
ト
レ
ス
、
不
安
、
憂

う
つ
な
ど
、こ
こ
ろ
の
健
康
に
つ

い
て

中
和
保
健
所

　

☎
０
７
４
４（
48
）３
０
３
８

奈
良
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
な
ら
こ
こ
ろ
の
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
）

　

☎
０
７
４
４（
46
）５
５
６
３

情
報
公
開

▼	

令
和
２
年
度	

情
報
公
開・
個

人
情
報
開
示
等
の
実
施
状
況

　

川
西
町
情
報
公
開
条
例
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図書館だより
問�　町立図書館（文化会館内）　☎0745（44）2212
　　開館時間　午前9時30分～午後5時
　　　　　　　第4金曜日は午後7時まで

川西町立図書館　奈良

蔵書の検索、利用案内や行事のお知らせ、休館
のお知らせなど、くわしい情報はWEBへ。

こどもの本だな
「トラといっしょに」　
ジェシー・ホジスン�絵　徳間書店

トムは、美術館でじっ
とトラの絵をながめ、家
に帰って大きなトラの絵
を描いた。その夜、絵か
らトラが動き出し、「さん
ぽにいこう」と誘った。
暗いところがこわいトム

だが、トラについていくと、夜のぼうけんがはじまっ
た。５・６歳から。

「くもとり山のイノシシびょういん」
かこさとし�文　福音館書店

　山のふもとに小さな病院があった。
院長のイノシシ先生は、体が大きく
て、モジャモジャ頭の、こわい顔だっ
たが、山の獣や鳥たちは熱が出たり
すると、みなこの病院にやってきた。
おなかがいたいタヌキのポンちゃん
や、首の筋をいためたヤギばあちゃ
んも。先生は、見事に痛いところを
治してくれた。イノシシ病院のたのしいお話集。小学校
低学年から。

「イルカと少年の歌	―海を守りたい―」
エリザベス・レアード�文　評論社

　海沿いの村に住む少年フィンは、
少しみんなと違っていたので、仲間
はずれにされていた。父からは海
に近づくことを禁止され、泳げない
と思っていたが、悪友に追われ海に
落ちた日、溺れず、自由に泳ぐこと
ができた！�実は、フィンの母親は、
不思議な…。
　海洋汚染とイルカの救出をテー

マに、少年が仲間にとけこみ成長する姿を描いた物語。
高学年から。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

7月の図書館カレンダー
図書館が閉まっている
ときは「本を返すポス
ト」をご利用ください。
（視聴覚資料を除く）
■→休館日

※�このページで紹介した図書が貸出中の場合は、web予約ま
たは、ご来館の上、予約申込書に記入して、カウンターへご
提出をお願いいたします。
※貸出中になっていない本は予約できません。

夏の恒例！	夏休み“お楽しみ袋”
　図書館員が選んだテーマに沿ったおすすめ本を、
“お楽しみ袋”に入れて、中身が見えないまま貸し出
します。どんな本が入っているかは、借りてからのお
楽しみ！　どうぞご利用ください。
※お楽しみ袋の貸し出しは、児童書のみになります。

と　き　7月24日(土)～　なくなり次第終了
ところ　図書館2階カウンター前
内　容　�1つの袋には、図書館の本が3冊入っていま

す。お楽しみ袋は20袋をご用意。
　　　　お早めにどうぞ！�
ご注意　�お楽しみ袋は貸出用ですので、必ずカウン

ターで貸出手続きをしてください。中の本
は、利用後にご返却をお願いします。

　　　※�お楽しみ袋の本の貸出は、貸出上限12冊の
うちに含まれます。

7月のおはなし会
　今月のおはなし会は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止といたします。

こんな本どうぞ

美しい苔の庭　京都の庭園デザイナーがめぐる 烏賀陽� 百合
老いの孤独は冒険の時間 石 川� 恭 三
家族と社会が壊れるとき 是枝�裕和ほか
子どもが喜ぶことだけすればいい 佐々木� 正美
世界のピラミッドWonderland 河江�肖剰ほか
０からはじめるやさしい手縫いの革小物 松 崎� 雅 子
相続地獄　残った家族が困らない終活入門 森 永� 卓 郎
ダビド・ビジャのサッカー講座 ダビド・ビジャ
ダーリンの進化論　わが家の仁義ある戦い 高嶋� ちさ子
定年入門　イキイキしなくちゃダメですか 高 橋� 秀 実
図書館の外は嵐　穂村弘の読書日記 穂 村 � 弘

何とかならない時代の幸福論 ブレイディみかこ
鴻 上� 尚 史

日本史サイエンス　
蒙古襲来、秀吉の大返し、戦艦大和の謎に迫る 播 田� 安 弘

日本人の原風景　風土と信心とたつきの道 神 崎� 宣 武
ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り 真藤� 舞衣子
ホンモノの偽物　模造と真作をめぐる８つの奇妙な物語リディア・パイン
むさぼらなかった男　渋沢栄一「士魂商才」の人生秘録 中 村� 彰 彦
名作なんか、こわくない 柚 木� 麻 子
野鳥と木の実ハンドブック　増補改訂版 叶 内� 拓 哉
ラストは初めから決まっていた 小手鞠� るい
レストラン「ドイツ亭」 アネッテ・ヘス
和歌史　なぜ千年を越えて続いたか 渡 部� 泰 明

ごみの出し方
小型家電
　30リットル以下の透明の
中の見える袋で出してくだ
さい。また、小型家電以外の
燃やさないごみや電池など
の有害ごみは一緒に入れな
いでください。

電池・蛍光灯
　水銀を含むものは有害ごみとして透明の中の見え
る袋に入れて出してください。

飲料缶・飲食用びん
　回収日は同じですが、それぞれ指定の袋に別々に
入れて出してください。飲料缶は透明に黒字のリサ
イクル専用袋へ、飲食用びんは青色に黒字の飲食用
びん専用袋です。

※�分別を守っていないごみ袋は回収できませんので
ご協力お願いします。

　また、ごみ袋に入れて出すように指定している場
合は、必ずごみ袋の上部をしばって出してください。
上部をしばらずに出すとカラスなどがごみをあさる
ことや、ごみ袋が倒れて中のごみが集積所に散乱す
ることもあるので、必ず守ってください。

よくある出し間違い
　プラスチック製容器包装の日に、プラスチック製
のハンガー、バケツ、おもちゃ、
CD、ビデオテープなどが出さ
れていますが、これらは燃やす
ごみの日に黄色の町指定ごみ袋
に入れて出してください。

問　住民保険課　☎�0745（44）2611
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消費生活相談�コラム 健康づくり�コラム

内科検診の日

　自分の体に興味や関心がもて
るようにと保育室に等身大の『か
らだのひみつパネル』を置いて
おくと「なに、なに？」と興味津々
の子どもたち！
　「ハンバーグ食べてるよ！」「コ
ロコロうんちがここからでてる
～」と楽しそうです。
　３歳児にとって、初めての内
科検診はちょっぴり不安でドキ
ドキしていたけれど、みんな安
心して受診することができまし
た。

さつまいもの苗植え

　３・４・５歳児の子ども達で毎
年恒例のさつまいもの苗植えを
しました。
　植え方の話を真剣な表情で聞
き、「土のお布団をかけよう」「う
まくできひん」「こうやったらで
きるよ」とお友だちと助け合い
ながら植えました。秋になって
収穫し、おいしく頂くことを楽
しみにしていました。
　みんなで水やりや草取りをし
ながら、さつまいもが大きくな
るように見守っていこうと思い
ます。

視力検査

　４才児と５才児のお友だちが
こども園で視力検査を行いまし
た。
　どんな事をするんだろう？と
少し緊張していたお友だちでし
たが、看護師が検査の受け方を
わかりやすくお話をすると興味
津々で耳を傾けてくれていまし
た。穴が開いているのはどこか
な？と指差しをする練習をした
後、一人ずつ検査を行うとみん
な落ち着いて指差しをしたり、
「みぎ！」「ひだり！」としっかり
答えてくれていました。

健康かわにし21　おいしくごはんを食べよう　／　野菜でプラス一皿

川西幼稚園 成和保育園 川西こども園

（1人分のエネルギー：142kcal／塩分：1.0g）

�メ�モ�　トマトにはビタミンA、Cやカリウムなどの
ミネラル、食物繊維がバランスよく含まれています。
　また、トマトの赤色成分「リコピン」には抗酸化作
用があります。リコピンは、完熟した赤いトマトほど
多く含まれ、脂溶性なので油脂といっしょに摂ると吸
収力がアップします。

�材�料��� �（4人分）

�作り方�
①��トマト、玉ねぎ、じゃがいも、ベーコンは１㎝角に
切る。いんげん豆は1㎝の長さに切る。にんにくは
みじん切りにする。

②��鍋にオリーブオイルとにんにくを入れて火にかけ、
玉ねぎ、ベーコンを加えて炒める。

③��トマト、じゃがいも、コンソメ、水を加えて煮込む。
いんげん豆、ショートパスタも加えてやわらかくな
るまで煮込む。

④��塩、こしょうで味をととのえる。

トマトのミネストローネ

問�　保健センター　☎�0745（43）1900

トマト� 2個
玉ねぎ� 1/2個
じゃがいも� 1個
いんげん豆� 5本
ベーコン� 2枚
にんにく� 1片

ショートパスタ� 20g
オリーブオイル�　大さじ1
固形コンソメ� 1個
塩・こしょう� 少々
水� 400ml

▼事例

　通信販売の定期購入に関する相談は多数寄せられ
ています。特に最近増えているのが、解約したいが
連絡をとるのが難しいという相談です。いつも話し
中で電話がつながらない、SNSでしか解約できない
とわかり戸惑っているというような内容が多いです。
また、SNSで手続きしても相手からなかなか返事が
返ってこなかったり、「状況確認中としか表示されず、
解約手続き完了とならない。」という相談もありま
した。
　この会社のHPの特定商取引法に基づく表示を見
てみると、解約は送られてくるSNSでの手続きが必
須となっていました。メールでの解約の申請もでき
るようですが、その場合は運転免許証などの身分証
明書の添付も求められていました。
　相談者は、身分証明書を出すことは抵抗があると
いうことで、SNSで手続きしてみることになりまし
た。

▼理解してから契約を
　解約方法が電話しかないとつながらないというこ
とも多いので、SNSで解約手続きができるのは便利
です。しかし、慣れていない場合ハードルが高いか
もしれません。通信販売では注文する前に契約条件
や解約方法をよく読んで理解、納得したうえで契約
しましょう。トラブルになったらご相談ください。

問�　住民保険課　☎�0745（44）2611

▼膀胱がんとは
　膀胱癌は、尿を貯めたり排泄したりする膀胱とい
う臓器に発生する癌です。60歳以上で増加傾向にあ
り、男性のほうが女性より約3倍多くみられます。
　比較的早くから症状が現れ、最も多い症状は赤色
や褐色の尿がでる血尿です。排尿終末時や、痛みを
伴わない無症候性肉眼的血尿が多いとされますが、
健診などの尿検査で見つかる顕微鏡的血尿や、頻尿・
排尿時痛など膀胱炎に似た症状が併せてでることも
あり、進行したら血塊がでることもあります。

▼発生の原因
　原因としては喫煙の影響が多いとされていますが、
炎症や結石などの膀胱疾患に合併したり、ある種の
薬品や染料などの関連も指摘されています。
　診断に最も重要としている検査方法は、膀胱の内
視鏡検査（膀胱鏡）です。ファイバースコープで膀胱
内を観察し、直視下に腫瘍の有無、発生部位、大きさ、
数、形状などを確認します。尿に癌細胞がでている
かどうかを診る尿細胞診も有用ですが、悪性度が低
い場合には偽陰性となることもあります。その他超
音波検査やCT検査、MRI検査などの画像診断で精
査します。

▼治療方法
　治療は、まず麻酔下に内視鏡による経尿道的膀胱
腫瘍切除術を行って腫瘍を切除します。そして切除
標本を顕微鏡で調べて病理学的に診断します。膀胱
表在に限局する癌であれば内視鏡手術のみで治療で
きるのですが、膀胱内に再発することが多く定期的
に膀胱鏡検査をする必要があります。再発しやすい
と思われる場合は、追加治療として抗癌剤やBCG（結
核ワクチン）を膀胱内に注入します。一方、筋肉層ま
での深部に浸潤する癌では、膀胱全摘除術の適応と
なり、膀胱の代理となる尿路変更術も必要となりま
す。すでに転移している場合は、抗癌剤や放射線照
射での治療となります。
　肉眼的血尿がでた場合は、膀胱炎や尿路結石など
の疾患もありますが、膀胱癌などの悪性疾患を早く
見つけることが大事です。「大丈夫かな？恥ずかし
いな」とためらわずに、専門である泌尿器科を早め
に受診してください。

問�　国保中央病院　☎�0744（32）8800

定期購入の注意点
電話で解約できないことがあります

膀胱癌
泌尿器科　望月裕司

　インターネットの広告を見て定期購入でダイ
エットサプリを注文。回数に縛りはなく、次回
発送予定日の10日以上前に解約を申し出ればい
いと書いてあったので、2回目の発送予定日の
12日前に電話をかけて解約をしようとしたが、
「すべてウェブ上で解約の続きを進めることを
ご了承ください。今おかけの携帯電話に解約手
続きのＵＲＬを送るのでそれを開いて手続きを
してください。」というアナウンスが流れた。普
段こうした解約は電話でしているので、こんな
方法があることにびっくりした。他に方法はな
いのだろうか。ちゃんと手続きできるか心配だ。
� （50代　女性）
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町の動き

人の動き 6月1日現在 問　住民保険課　☎0745（44）2611
区　分 人　口 年　齢 人　口 比　率

総人口 8,421人 0～14歳 948人 11.3%
前月人口 8,416人 15～64歳 4,546人 54.0%
人口増減 5人 65歳～ 2,927人 34.8%
　　（転入） ＋25人
　　（転出） ▲10人 世帯数

　　（出生） ＋1人 世帯数 3,638世帯
　　（死亡） ▲11人 前月世帯数 3,630世帯
　　（その他増減） ±0人 世帯増減 8世帯

家庭ごみの排出量　　　（5月分）	 問　住民保険課　☎0745（44）2611
排出量 前年比 前年同月比

可燃 ご み 137.07 t 106.5 % 93.5 %
不燃 ご み 7.31 t 76.7 % 53.9 %
資源 ご み 14.24 t 112.6 % 92.3 %

　中和土木事務所所長が来庁され、
奈良県事業（大和中央道・近鉄結崎駅
踏切拡幅に伴う道路工事）の説明を
受けました。本町からは地元要望で
ある河川や県道に関する事業の陳情
を行いました。
　午後、川西町商工会総会が開催さ
れ出席。役場との連携事業について
の謝意を含めた祝辞を述べました。
　また、今日も月曜日から引き続き、
新型コロナワクチン接種を実施して
おり、現場立ち合いを行いました。
　私も現場に立つことで、状況把握
を行うとともに、来場された住民の
皆様に少しでも情報提供を行うこと
に努めます。

　このコーナーは、川西町公式Facebook
「川西町長の活動日記」から引用していま
す。Facebookでは町長の日々の活動を
更新中。

ＱＲコード
公式Facebook
「川西町長の活動日記」

タウンプロモーション用
ロゴマーク

�

　ロゴマークの上部は、手
をつなぎあう人々や大和三
山を、下部は川西町を流れ
る４本の川をイメージ。

町長の活動日記
【奈良県に陳情】

ヒト×マチ×コト 人権コラム　毎月11日は「人権を確かめあう日」

川西町文化協会クラブ紹介 コンコン・チキチン・コン・チキチン
▼風姿花伝
　結成約20年を迎える和太鼓チームです。地域の
お祭りやイ�ベントを中心に、年間10回以上の演奏
に出演しています。篠笛や民族楽器も取り入れ、日々
新たなチャレンジ中。細部までこだわりぬいた舞台
をつくっています！

仲間募集のメッセージ
　30～60代まで約20人の女性チームです。大人の
部活で一緒に青春しませんか？体験随時受付中です。
募集状況 募集中

活動� 月6回（月曜４回、金曜２回）

活動時間� 月�午前9時～12時　金�午後6時～9時30分

会場� 川西文化会館

会費� 月会費1,000円

持ち物 タオル、飲料

▼信礼（のぶうや）
　川西町には和太鼓チーム6団体、約120人が「川西
和太鼓�一家」として、活動しています。信礼はその1
チー�ムです。初代立ち上げメンバーと子ども和太
鼓講座卒業生で結成しています。主な演奏活動は地
域の祭り、学校などのイベントですが、西日本和太
鼓大会や、モスクワまで演奏に行くなど、活動の幅
を広げています。�
　「和太鼓一家」のはじまりは約20年前。「和太鼓
やってみたい！」と素人5人ではじめ、樽やタイヤを
太鼓に見立てて練習。�町内のお祭りなどで演奏の
場をいただき、少しずつ人が集まり�チームが増え、
老若男女、家族のような輪ができました。この輪が
ますます広がりますように、未来につながりますよ
うに、これからも気持ちを込めて活動していきます。
募集状況 募集なし

　7月、祇園祭とともに京都の夏が始まります。祭
りの花形は何といっても山鉾巡行。34基の山と鉾
が都大路を練り歩きます。日本三大祭りに数えられ
る京都祇園祭、京都の街は、見物客でごった返しま
す。巡行の順番は予めくじ引きで決められますが、
毎年先頭を行く長刀鉾は、「くじ取らず」と言ってく
じを引きません。それは、長刀鉾にしか担えない役
割があるからです。
　長刀鉾には五位少将（ごいしょうしょう）という
位を授かった稚児が乗り込んでいます。きれいに着
飾った五位少将が、八坂神社に一礼後、太刀を左右
に振り、大きく振りかぶってしめ縄に振り下ろしま
した。大きな拍手と歓声が沸き上がります。聖と俗
の結界を示すしめ縄が切り落とされ、山と鉾は神の
領域を進むことが許されました。長刀鉾には、山鉾
巡行を先導する聖なる力が宿っていたのです。そし
てその役割を「先払い」といいました。
　むか～し、むかしのそのむかし。863年、平安京で
疫病が発生し大流行しました。電子顕微鏡もない時
代、疫病の原因が何であるか分かりません。医療技
術も医薬品もない時代、多くの人が亡くなりました。
原因不明であるがゆえ、人々は必要以上に恐怖にお
ののきました。そこで、人々はその原因を、実際に

はあるはずのないケガレというものに求めました。
不穏な雰囲気、平常でない空気といったところでしょ
うか。ケガレは人や動物の死や血、そして出産など
から発生して伝染し、疫病、天変地異、飢饉、犯罪、
政変などを引き起こすと考えられていたのです。と
なれば、人が安全に安心して生活するためには、ケ
ガレをきれいさっぱりなくしてしまう行為が必要
と考えられました。その行為をキヨメと言いました。
キヨメをおこなう人は、神聖な能力を持っていると
信じられ、なくてはならない存在でした。京都祇園
祭の山鉾巡行も、疫病の原因であるケガレをキヨメ
る行為として始められました。
　西暦869年、今から1152年前のことでした。

問　川西町文化協会事務局
　☎�0745（44）2214

問　川西町人権教育推進協議会
　　（教育委員会事務局）
　☎�0745（44）2214
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住民１人につき
3千円分の地域振興券（商品券）を配布！
基準日（令和３年６月１日）時点で川西町の住民基本台帳に登録されている人が対象です
基準日時点の世帯主に世帯員の人数分の地域振興券を青い封筒で郵送（特定記録郵便）します。

問　総合政策課　☎ 0745（44）2213	／	川西町商工会　☎ 0745（44）0480

川西町消費喚起対策事業第3弾

地域振興券は町内の登録店舗でのみ利用可能
店舗の登録は随時受付けています。
くわしくは、上記QRコードから確認するか、
下記へお問い合わせください。

この地域振興券は、コロナ禍の影響を受けている住民の皆さまの
生活支援と、町内のお店を応援することを目的としています。

店舗
登録

川西町公式
ホームページ

利用可能店舗はこちらから！

このステッカーが目印➡

利 用 期 間

令和3年 7月1日（木）から
 9月30日（木）まで

川西町『いい町 ちかい町』
地域振興券


